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○市立四日市病院 次期中期経営計画について（中間報告） 

〔第１回 第三次中期経営計画の進捗状況、医療事故等への対応について 

（令和元年８月９日実施）〕 

Ⅰ 第三次中期経営計画の進捗状況について 

 

 ○第三次中期経営計画の重点項目 

 

 

重 点 項 目 内          容 

①医療機関群Ⅱ群病院 

（現 DPC 特定病院群）の 

堅持 

高い診療密度の維持、難易度の高い手術の実施、重症患者に

対する診療を実施するなど高度医療、救急医療を充実し、医

療機関群Ⅱ群病院機能の堅持を目指す。 

②がん診療連携拠点病院

の指定 

地域のがん診療の連携協力体制の構築、がん患者に対する相

談支援及び情報提供など質の高いがん医療を提供できるよ

う、がん診療連携拠点病院の指定を目指す。 

③更なる医療安全の推進 医療安全を担当する部署の充実を図り、医療事故防止策や再

発防止策等の検討を行い病院全体で医療安全を推進する。 

④病棟や ICU 等へのコメ

ディカル（薬剤師、理学

療法士等）の配置 

病棟、ＩＣＵ等にコメディカルを配置することで、患者情報

を把握し、その情報を医師、看護師などと共有し、より的確

で効率的な医療の推進と医療安全の向上を図る。 

⑤医療従事者の安定確保

とスキルアップ 

必要な診療体制と人員及び人材の確保、看護体制の充実、学

会や研修への積極的な派遣などにより医師をはじめとする

医療専門職の技術向上を図る。 

⑥患者満足度の向上 患者や家族が満足し、今後も当院を利用してもらえるよう、

満足度の向上を図る。 

⑦地域医療・介護の連携 

強化 

地域包括ケア病棟や回復期リハビリ病棟を持つ病院やかか

りつけ医、関係行政機関や在宅福祉サービス提供者などとの

連携を図る。 

⑧診療報酬改定への迅速

な対応 

診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会の動向につ

いての情報の収集と院内への周知による共有を行い、診療報

酬改定に迅速に対応できるよう努める。 
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１ 医療機関群Ⅱ群病院（現 DPC特定病院群）の堅持 

 

当院は、第三次市立四日市病院中期経営計画（平成 29～32年度）の重点項目に医療機関群Ⅱ

群病院（現 DPC特定病院群）の堅持を掲げており、平成 30年 4月から 2年間、引き続き大学病

院本院並みの診療機能を有する病院として DPC特定病院群に指定されました。 

（１）医療機関群病院の分類 

分  類 対  象  病  院 三重県の状況 

大学病院本院群 大学病院（82病院）    三重大学附属病院（1病院） 

DPC特定病院群 

 

高診療密度を有する大学病院並の診療機能を有

する病院（155病院・うち市立病院は 16病院・

うち東海 3 県では、豊橋市民病院、小牧市民病

院、岐阜市民病院、大垣市民病院、市立四日市

病院の 5病院） 

市立四日市病院（1病院） 

DPC標準病院群 上記以外の病院（1493病院） 22病院 

＊平成 30年度から、これまでのⅠ群病院を大学病院本院群、Ⅱ群病院を DPC特定病院群、Ⅲ群病

院を DPC標準病院群と名称が変更されました。 

（２）DPC特定病院群の指定によるメリット 

 診療報酬上、DPC 特定病院群は DPC 標準病院群よりも基礎係数が高く設定されており、係数の

差分の収入が増加します。平成 30年度は、DPC標準病院群より年間約 1億 2千 8百万円の収入増

となりました。 

（３）DPC特定病院群の指定要件と当院の現状 

要  件 
基準値 

○A  

当院の値

○B  

基準値に対する

当院の値の割合

○B /○A  

【実績要件 1】診療密度 2,413.38 2,439.22 1.0107 

【実績要件 2】医師研修の実施 0.0180 0.0405 2.2500 

【実績要件 3】医療技術の実施 

(3a):手術実施症例 1 件あたりの外保連手術指数(＊)

（外科医師数及び手術時間補正後） 
14.08 14.43 1.0249 

(3b): DPC算定病床当たりの同指数 

（外科医師数及び手術時間補正後） 
119.18 157.37 1.3204 

(3c):手術実施症例件数 4,837 6,196 1.2810 

(3A):症例割合 0.0095 0.0204 2.1474 

(3B):DPC算定病床当たりの症例件数 0.2020 0.4824 2.3881 

(3C):対象症例件数 124 274 2.2097 

【実績要件 4】補正複雑性指数（DPC補正後） 0.0954 0.2029 2.1268 

＊DPC特定病院群（これまでのⅡ群）は以下の要件を満たした医療機関とする。 

・実績要件 1～4の全て（実績要件 3は 6つのうち 5つ以上）を満たす。 

・各要件の基準値は大学病院の最低値（外れ値は除く）とする。 

・各病院の基準値は診療報酬改定に使用する実績（平成 28年 10月～平成 29年 9月の診療内容、診断

群分類）に基づき設定する。 

＊外保連手術指数は、外科系学会社会保険委員会連合（外保連）が作成した外保連試案に記載された

手術ごとに、平均的な人件費に手術時間数を加味した数値を合算、集計された値です。 
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２ がん診療連携拠点病院の指定 

 

(1)がん診療連携拠点病院とは 

専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の構築、がん患者に対する相談支援

及び情報提供などを行う医療機関で、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよ

う、県の推薦をもとに国が指定するものです。 

当院は、平成 31年 4月 1日から 4年間の指定を受けました。 (平成 31年 4月 1日時点の指定

施設は、全国で 392施設) 

 

(2)県内のがん診療連携拠点病院 

二次医療圏 病 院 名 備 考 

中勢伊賀 三重大学医学部附属病院 都道府県がん診療連携拠点病院 

北勢 
市立四日市病院 

 

地域がん診療連携拠点病院 

 

鈴鹿中央総合病院 

南勢志摩 
松阪中央総合病院 

伊勢赤十字病院 

 

（3）指定要件である各項目の実績 

項  目 指定要件 実 績 

①院内がん登録数（H29.1.1～12.31） 500件 以上 1,678件  

②悪性腫瘍の手術件数（H29.1.1～12.31） 400件 以上 1,236件  

③がんに係る薬物療法のべ患者数（H29.1.1～12.31） 1,000人以上 1,463人  

④放射線治療のべ患者数（H29.1.1～12.31） 200人 以上 233人  

⑤緩和ケアチームの新規介入患者数（H29.1.1～12.31） 50人 以上 115人  
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３ 更なる医療安全の推進 

 

(1)医療安全管理室の設置 

 医療事故・インシデントの分析および再発防止策の検討や提言、医療事故防止のための啓発・

広報等、リスクマネジャー会議、感染症対策、その他医療安全に関することを所掌するため、平

成 30年 4月から、院長直轄の組織として位置づけ、医療安全管理室を設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （以下省略） 

 

 

(2)医療安全管理室の職員体制 

  

              （平成 31年 4月現在） 

区 分 人 数 備 考 

医 師 1人 兼務 

看護師 2人 専従 

薬剤師 1人 専従 

診療放射線技師 2人 兼務 

事務職員 1人 兼務 

計 7人  

 

市立四日市病院・組織図 （関係部分抜粋） 
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４ 病棟や ICU等へのコメディカル（薬剤師、理学療法士等）の配置 

病棟、ICU 等にコメディカルを配置することで、患者情報を把握し、その情報を医師、看護

師などと共有し、より的確で効率的な医療の推進と医療安全の向上を図ります。 

職種 病棟等における主な業務内容 

薬 剤 師 
各病棟、ICU にて毎日４時間以上、薬剤業務（副作用の有無の確認、持参薬

の確認、病棟医薬品の在庫確認など）に従事しています。 

理学療法士 
早期の回復を図るため、術後すぐに病棟での起き上がりや歩行といったリハ

ビリを開始しています。 

作業療法士 
病室の環境に合わせた作業療法を行うため、病棟でのリハビリを行っていま

す。 

言語聴覚士 
早期の回復を図るため、術後すぐに病棟での嚥下機能や経口摂取のリハビリ

を開始しています。 

栄養管理士 

栄養サポートチーム、褥瘡対策チームのメンバーとして定期的に病棟回診を

行うとともに、医師や看護師等からの依頼に応じて、退院に向けた栄養指導

を行っています。 

歯科衛生士 
摂食嚥下障害や術後感染の防止のため、口腔内の状態が悪い患者に対して、

口腔ケアを実施しています。 

社会福祉士 
スムーズな退院、転院を図るため、入院患者に対して退院支援（相談）を実

施しています。 

 

 

５ 医療従事者の安定確保とスキルアップ 

必要な診療体制と人員及び人材の確保、看護体制の充実、学会や研修への積極的な派遣など

により医師をはじめとする医療専門職の技術向上を図ります。 

（１）職員数計画と実績（4月 1日時点） 

区 分 
28年度 29年度 30年度 31年度 

実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

職 員 数 779 797 797 829 827 850 854 

 うち医師 100 103 99 105 98 108 103 

 うち看護師 539 545 553 555 566 562 579 

 うち医療技術者 73 79 76 91 92 100 98 

 

（２）医療従事者の積極的な学会等への派遣 

 28年度 29年度 30年度 

医師 708件  711件  723件 

看護師 246件  220件  178件 

医療技術者 147件  138件 163件 
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（３）看護師を対象とした教育プログラム（クリニカルラダー）の実施 

クリニカルラダーとは、看護の質の向上と組織の理念達成を目的に、看護師個々の臨床看

護実践能力や意欲に焦点を当て、その成長過程を支援していくシステムです。 

     ラダーⅤ 

    ラダーⅣ 

   ラダーⅢ 

  ラダーⅡ 

 ラダーⅠ 

新人研修 

新人 ２年目 ３～４年目 ５年目以上 主幹・副師長 
管理職・師長、 

スペシャリスト 

経験を積みながら階段を一つ一つ登っていくラダー（はしご）のイメージ 

 

プログラムの概要（主な研修） 

①公務員倫理と地域貢献 公務員倫理研修、人権研修、防災研修 

②看護の核となる実践能力 

Ａ．ニーズをとらえる力：看護診断研修、呼吸循環フィジカル研修 

Ｂ．ケアする力：看護必要度研修、感染防止研修、認知症看護研修、 

ＩＶ（静脈注射）ナース育成研修、心電図研修 

Ｃ．協働する力：退院支援研修、医療と訪問看護の連携を考える交流会 

Ｄ．意思決定を支える力：倫理研修、患者や周囲の人々の意思決定プロセスの理解研修、 

患者の意思決定における権利擁護研修、 

患者の自己決定を支える他職種との協働・連携研修 

③組織的役割遂行能力 

ＰＮＳマインド（パートナーシップ・ナーシング・システム）研修、 

リーダーシップ研修、プリセプター研修、目標管理研修、新人教育担当者研修、 

管理者研修 

④自己教育研究能力 

学び続ける力、セルフコントロールする力（メンタルヘルス）、内省力 

 

（４）当院の認定看護師等の状況（平成 31年 4月 1日時点） 

資格名 
在籍 

人数 
制度の概要 認定機関 

認定看護 

管理者 
３人 

病院などの管理者として必要な知識を持ち、患者・家

族や地域住民に対して質の高いサービスを提供できる

よう組織を改革し、発展させられる能力を有すると認め

られた看護師。 

５年以上の実践経験を持ち、協会が定める 510時間以

上の認定看護管理者教育を修めるか、大学院で看護管理

に関する単位を取得して修士課程を修了した後に、認定

審査に合格することで取得できる。 

日本 

看護協会 
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資格名 
在籍 

人数 
制度の概要 認定機関 

専門 

看護師 
１人 

 水準の高い看護を効率よく行うための技術と知識を

深め、卓越した看護を実践できると認められた看護師。 

 ５年以上の実践経験を持ち、看護系の大学院で修士課

程を修了して必要な単位を取得した後に、認定審査に合

格することで取得できる。専門看護分野は 13分野。 日本 

看護協会 

認定 

看護師 
18人 

 高度化し専門分化が進む医療の現場において、水準の

高い看護を実践できると認められた看護師。 

 ５年以上の実践経験を持ち、協会が定める 615時間以

上の認定看護師教育を修め、認定審査に合格することで

取得できる。認定看護分野は 21分野。 

がん薬物療法 

認定薬剤師 
１人 

がん医療における薬物療法等についての十分な知識、

技能、臨床経験を用いて、質の高い薬剤業務を実践する

薬剤師。 

日本病院 

薬剤師会 

外来がん治療 

認定薬剤師 
１人 

外来がん治療を安全に施行するための知識・技能を習

得し、地域がん医療において、患者とその家族をトータ

ルサポートできる薬剤師。 

日本臨床 

腫瘍学会 

栄養ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ 

専門療法士 

（薬剤師） 

１人 

多職種の医療スタッフが協力して、栄養管理を行い、

治癒や合併症の予防を目指す栄養ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑの一員とし

て、主として静脈栄養・経腸栄養を用いた臨床栄養学に

関する優れた知識と技能を有している薬剤師。 

日本静脈

経腸栄養

学会 

認定実務実習 

指導薬剤師 
２人 

６年制薬学教育制度下の薬学生に対して、医療の現場

における実務実習の際に指導に当たることのできる薬

剤師。 

日本 

薬剤師 

研修ｾﾝﾀｰ 

 

（５）病院整備等に伴う医療従事者のスキルアップ 

○高精度放射線治療棟の整備 

診療放射線技師：日本放射線腫瘍学会、メーカー主催研修会に参加 

○３テスラ MRIの導入 

診療放射線技師：MRI安全性講習会、MR医療安全セミナー、メーカー主催研修会に参加 

○地域がん診療連携拠点病院の指定に関する資格取得 

看護師：がん化学療法看護認定看護師 

    がん性疼痛看護認定看護師 

    乳がん看護認定看護師 

薬剤師：がん薬物療法認定薬剤師 

診療放射線技師：放射線治療品質管理士 

        放射線治療専門放射線技師 

        医学物理士 

臨床検査技師：細胞検査士 

       認定病理検査技師 
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６ 患者満足度の向上 

  

 平成 30年度に実施した患者満足度調査の結果については、次のとおりです。 
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７ 地域医療・介護の連携強化 

地域の医療機関との連携及び機能分担を図り、地域医療支援病院として効率的な医療を提供し

ます。 

(1)紹介、逆紹介の推進 

地域のかかりつけ医等から当院への紹介、当院からかかりつけ医等への逆紹介の件数は、増加

傾向にあり、病病・病診の連携と医療分担を推進しています。 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

紹介状件数 18,445  18,155  18,743  

紹介率 72.4% 71.4% 73.2% 

逆紹介状件数 24,905  25,785  25,523  

逆紹介率 97.8% 101.4% 99.7% 

 

(2)退院後の療養に向けた支援 

 退院患者数は横ばいですが、退院相談件数、地域連携・医療相談センターの職員が患者の退院

に対する介入率は年々増加しており、平均在院日数の短縮につながっています。 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

退院患者数 （人） ･･･a 14,991 15,095 15,184 

退院相談件数 （人）･･･b 1,748 2,081 2,128 

地域連携・医療相談ｾﾝﾀｰ介入率(%)･･･b/a 11.3 13.8 14.0 

平均在院日数 （日） 10.9 10.6 10.4 
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療養相談の件数は年々増加している。また、相談を受けた方の転帰先として、医療機関への転

院が約半数、在宅へが約３５％となっています。 

 

療養相談を受けた方の転帰先内訳                 単位：人 

転帰先 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

医療機関 1,040  1,207  1,159  

施設 160  168  235  

在宅 746  801  860  

死亡 196  211  245  

計 2,142 2,387 2,499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 診療報酬改定への迅速な対応 

 

平成３０年度診療報酬改定に対して、医療制度の動向に対する理解と病院職員間で情報共有を

図るために外部講師を招き、医師を中心に関係職員を対象とした研修会を 4 回開催しました。 

このことにより施設基準を早期取得し、収入の確保につなげることができました。 
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○病院経営指標と目標、実績 

 

（１）【指標】医業収支比率 

【目標】100％以上を維持する    【平成 30年度実績】99.0％ 

 医業収益は 199.70億円（前年度比 0.1％減）、医業費用は 201.68億円（前年度比 1.4％増）

となり、医業損益は 1.98億円の損失を生じました。その結果、医業収支比率（医業収益／医業

費用×100）は 99.0％となり、前年度に比べ 1.6ポイント低下しました。 

 

（２）【指標】経常収支比率 

  【目標】100％以上を維持する    【平成 30年度実績】101.3％ 

医業収益に医業外収益を加えた経常収益は 213.51 億円（前年度比 0.6％増）、医業費用に医

業外費用を加えた経常費用は 210.84 億円（前年度比 1.4％増）となり、経常損益は 2.68 億円

の利益を生じました。その結果、経常収支比率は 101.3％となり、前年度に比べ 0.8 ポイント

低下しました。 

 

  

(各数値は四捨五入しているため計算結果

に合わない場合があります。) 
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（３）【指標】平均在院日数 

【目標】10.0日以下とする    【平成 30年度実績】10.4日 

平均在院日数は、患者が平均して何日入院しているかを示す指標で、年延在院患者数／（年

度中の新規入院患者数＋退院患者数）×１／２の式で算出します。患者の治療経過が良好で、

より短い入院期間となればベッドの回転率が上がります。急性期病院の場合、入院初期ほど重

症度が高く、診療単価も高くなるため、入院期間の短い方が望ましいとされています。平成 30 

年度は 10.4日となり、前年度に比べ 0.2日短縮しました。 

 

 

（４）【指標】病床利用率 

  【目標】82％の水準を維持する    【平成 30年度実績】76.1％ 

病床利用率は病院ベッドの稼働率のことで、どれだけ有効に活用されているかを示し、年延

入院患者数／年延稼動病床数×100の式で算出します。平成 30年度は 76.1％となり、前年度に

比べ 1.0ポイント低下しました。 
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（５）【指標】医業収益に対する職員給与費の割合 

  【目標】50％以下を維持する    【平成 30年度実績】46.4％ 

医業収益に対する職員給与費の割合は、職員給与費／医業収益×100の式で算出します。 

平成 30 年度の医業収益に対する職員給与費の割合は 46.4％となり、前年度に比べ 1.0 ポイン

ト上昇しました。 

 

 

（６）【指標】医業収益に対する経費の割合 

  【目標】13.9％以下を維持する    【平成 30年度実績】14.3％ 

 医業収益に対する経費の割合は、経費にどれだけの医業収益が充当されたかを示す指標で、

経費／医業収益×100 の式で算出します。経費の低減は、病院経営にとって永続的な課題であ

ると認識しており、平成 27年度の実績値である 13.9％以下の維持を目標としています。 

平成 30年度は 14.3％となり、前年度に比べ 0.6ポイント低下しました。 
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（７）【指標】医業収益に対する減価償却費の割合 

  【目標】令和 2年度に 7.0％以下とする    【平成 30年度実績】7.7％ 

 医業収益に対する減価償却費の割合は、減価償却費にどれだけの医業収益が充当されたかを

示す指標で、減価償却費／医業収益×100 の式で算出します。目標は令和 2 年度に、計画時点

での過去 3か年度平均（平成 25～27年度）である 7.2％を下回る 7.0％以下としていますが、

平成 30年度は 7.7％となり、前年度に比べ 0.1ポイント上昇しました。 

 
 

（８）【指標】救急患者応需率 

  【目標】95.0％以上とする    【平成 30年度実績】91.6％ 

 救急患者応需率は、当院の救命救急センターに救急搬送の受入依頼があった件数のうち、ど

れだけ受け入れたかを示す指標で、救急患者受入件数／救急患者搬送依頼件数で算出します。

目標は指標数値の把握可能な平成 21年度以降の最高値 94.0％（平成 24年度）を上回る 95.0％

以上としていますが、平成 30年度は 91.6％となり、前年度に比べ 1.0ポイント上昇しました。 
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（９）【指標】手術件数（全身麻酔） 

  【目標】3,200件以上とする    【平成 30年度実績】2,730件 

 全身麻酔による手術件数は、地域の高度急性期及び急性期病院としてどれだけ高度な医療を

提供しているかを示す指標の一つとしています。目標は過去（平成 20年度、3,064件）の件数

を上回る 3,200件としていますが、平成 30年度は 2,730件となり、前年度に比べ 51件減少し

ました。 

 
 

（10）【指標】医療事故（アクシデント）件数 

  【目標】0件とする      【平成 30年度実績】19件 

 医療事故件数（アクシデント）件数は、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生

する人身事故を示す指標で、患者だけでなく医療従事者が被害者となる場合を含みます。平成

30年度は 19件となり、前年度に比べ 2件減少しました。 
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Ⅱ 医療事故等への対応について 

１ 医療安全管理委員会について 

 当院では、医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供を確立するために、「医療安全管理委

員会」を設置しています。 

（１）医療安全管理委員会の所掌事項 

医療安全管理委員会では、医療事故防止対策の検討や研究に関することをはじめとして、次の事

項を所掌しています。 

(1) 医療事故防止策の検討及び研究に関すること。 

  (2) 医療事故、過失の判定に関すること。 

 (3)  医療事故及びインシデント報告の精査に関すること。 

  (4) 医療事故及びインシデントレベルの決定に関すること。 

  (5) 医療事故及びインシデントの再発防止策の検討に関すること。 

 (6)  医療事故発生防止のための啓発、教育及び広報に関すること。 

 (7) 医療事故調査の実施の要否に関すること。 

 (8) 医療事故の公表に関すること。 

 (9) 委員会の所管にかかる情報公開に関すること。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立す

るために必要な事項に関すること。 

（２）医療安全管理委員会の委員の選任 

医療安全管理委員会の委員は、院長が委員長と協議して選任します。 

なお、医療事故・インシデント報告の最終レベルの決定などにおいて、公平性、中立性を確保す

る観点から、外部委員２人を委員に加えています。 

  

 

 

 

 

 

 

平成31年４月１日現在

職　名 氏　名 備考

1 委 員 長 医療安全管理室長 金城　昌明 医　師

2 副委員長 診療部長 蜂須賀丈博 医　師

3 委　　員 院　長 一宮　　惠 医　師

4 委　　員 事務長 加藤　正義 事務職員

5 委　　員 感染予防対策委員長 池田　拓也 医　師

6 委　　員 診療情報管理委員長 牛嶌　克実 医　師

7 委　　員 看護部長 川島　好子 看護師

8 委　　員 薬局長 加藤　　浩 薬剤師

9 委　　員 医療技術部副参事 丹羽　正厳 診療放射線技師

10 委　　員 医療安全管理室参与 中垣　茂男 臨床検査技師

11 委　　員 医療安全管理室参与 市川　照文 薬剤師

12 委　　員 医療安全管理室副室長 森永　理恵 看護師

13 委　　員 外部委員 白石　泰三 桑名市総合医療センター副理事長

14 委    員 外部委員 古庄　憲之 三重いのちの電話協会副理事長兼事務局長

15 事務局 事務局次長、総務課長 太田　義幸

16 事務局 医事課長 西山　恵慈

17 事務局 施設課長 今村　　稔

18 事務局 看護師長 矢田　恵巳

19 事務局 医療安全管理室員 藤井　良宏

20 事務局 医療安全管理室副参事 田中　康資

区　分
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＜委員会開催フロー（イメージ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

    

 

 

 

＜ 医 療 事 故 ・ イ ン シ デ ン ト 分 類 ＞ 

イ ン シ デ ン ト 医 療 事 故 

レベル 0  

誤った行為が発生したが、患者には実

施されなかった場合       

（仮に実施されたとすれば、何らかの

被害が予想された） 

レベル 3b 

行った医療又は管理により、本来必要で

なかった治療や処置が必要となった場

合 

レベル 1 

誤った行為を患者に実施したが、結果

として患者に影響を及ぼすに至らな

かった場合 

レベル 4 

行った医療又は管理により、生活に影響

する重大な永続的障害が発生した可能

性がある場合 

レベル 2 

行った医療又は管理により、患者に影

響を与えた、又は何らかの影響を与え

た可能性のある場合 

レベル 5 
行った医療又は管理が死因となった場

合 

レベル 3a 

行った医療又は管理により、本来必要

でなかった簡単な治療や処置（消毒、

湿布、鎮痛剤投与などの軽微なもの）

が必要となった場合     

（独立行政法人 国立病院機構における医療安全管理のための指針から） 

 

なお、重大事故発生後等のフローについては、次のとおりです。 

医療事故・インシデントの発生 

患者・家族から医療事故の疑いの申し出の発生 

（毎月開催） 

・医療安全管理対策の企画・実施 

・医療事故レベルの決定 

 

医療安全管理委員会 

・調査実施の要否 

医療事故（レベル 3b、4、5）の発生 

患者・家族から医療事故を疑う申し出 

（臨時設置） 

医療事故調査委員会 

 

調査の必要有 

 

インシデント（0、1、2、3ａ）の発生 

 

医療安全管理室 

による調査 

-112-



＜重大医療事故発生後等のフロー＞ 

 

レベル 5(疑い)の場合 

 

 

 

 

  

 

  

              医療法第6条の10（※）の医療事故に該当 

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

＊医療安全管理委員会への報告は、遺族への説明、医療事故調査・支援センターへの報告後となる場合もある。 

 

 

 

院長、該当部門長、医療安全管理室 

Syozokutyou 或いは安全管理室 

医療事故調査・支援センターへ報告 

遺族に調査の了解 

調査結果を遺族に説明 

医療事故（レベル 5(疑い)）発生 

調査結果を 

医療事故調査・支援センター 

へ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、  

当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの ＜医療法第 6 条の 10で規定する医療事故＞ 

 

医療安全管理委員会 

 

 

医療事故調査委員会 

（支援団体へ専門的な知識を有する 

外部の者の選出を依頼） 

医療安全管理委員会へ報告(レベル決定) ＊ 
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レベル４(疑い)の場合 

 

 

 

 

 

 

 

調査の必要有 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

＊ 医療安全管理委員会への報告は、患者・家族への説明後となる場合もある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

院長、該当部門長、医療安全管理室 

Syozokutyou 或いは安全管理室 

医療事故（レベル 4(疑い)）発生 

調査結果を患者・家族に説明 

医療安全管理委員会 

医療事故調査委員会 

（専門的な知識を有する外部の 

者が加わる場合がある） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療安全管理委員会へ報告(レベル決定) ＊ 

医療安全管理室による調査 

（専門的な知識を有する外部の 

者から意見聴取する場合がある） 
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患者・家族から医療事故の疑いの申し出があった場合 

 

 

 

 

 

 

 

疑義：有 

 

              

 

 

 

 調査の必要有      調査の必要無 

 

 

        

 

 

 

  

 

 

                          

 

 

 

＊ 医療安全管理委員会への報告は、患者・家族への説明後となる場合もある。 

  

 このように、重大事故の発生や患者・家族から医療事故の疑いの申し出があった場合については、

多くの段階を経て事故調査が実施されることになります。 

医療事故の院内関係者への聞き取りや事実確認等については、迅速に行うことにより、正確性の

向上が図られることが期待できます。また、医療事故を疑う申し出への対応についても、同様であ

ると考えています。 

一方で、医療事故調査は、公平性、中立性を確保する観点から専門的な知識を有する外部の者を

選任する必要があります。また、解剖結果や診断結果などから調査を行う必要があるため、多くの

時間を要することになります。 

これら医療事故調査の特殊性を踏まえ、当院としては、医療事故の院内関係者への聞き取りや事

実確認等については、迅速に行うことにより、少しでも調査期間の短縮が図られるよう取り組みを

進めていきたいと考えています。 

患者・家族からの申し出 

Syozokutyou 或いは安全管理室 

事案発生 

主治医、該当部門が患者・家族に説明 

Syozokutyou 或いは安全管理室 

医療安全管理委員会へ報告（レベル決定）＊ 

医療安全管理委員会 

患者・家族に説明 

医療安全管理室による調査 

（専門的な知識を有する外部の 

者から意見聴取する場合がある） 

調査結果を患者・家族に説明 

医療事故調査委員会 

（専門的な知識を有する外部の 

者が加わる場合がある） 

患者・家族に調査実施を説明 

医療安全管理室 
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２ 医療事故調査委員会について 

 医療事故調査委員会は、医療法に定める医療事故調査制度にのっとった調査を行い、その調査結

果を医療事故調査・支援センター（※）に報告するほか、レベル４及び５が疑われる事案が発生し、

医療安全管理委員会が必要と認めた場合に、その事実確認及び原因の究明並びに再発防止を図るた

め調査を行います。 

 医療事故調査制度により報告を受けた医療事故調査・支援センターは、収集した情報の整理及び

分析を行い、再発防止に関する普及啓発等に活用することとなります。 

（※）厚生労働大臣から指定を受けた中立的な第三者機関 

 

（１）医療事故調査委員会の所掌事項 

医療事故調査委員会では、医療事故の事実確認及び原因究明に関することをはじめとして、次の

事項を所掌しています。 

 (1) 医療事故の事実確認及び原因究明に関すること。 

(2) 医療事故の再発防止に関すること。 

  (3) 医療事故報告書の作成に関すること。  

(4)  前各号に掲げるもののほか、レベル４及び５が疑われる事案が発生し、医療安全管理委員会

が必要と認めた場合に、その事実確認及び原因の究明並びに再発防止を図るために必要な事

項に関すること。 

 

（２）医療事故調査制度による外部委員選任の考え方 

下記の厚生労働省のホームページからの Q&Aの抜粋にもあるように医療機関が院内調査を行う際

は、公平性、中立性を確保する観点から、専門家の派遣等の医療事故調査等支援団体の支援を求め

ることとされています。 

このような厚生労働省の考えに基づき、当院においても、医療事故調査委員会を専門的な知識を

有する外部の者（以下「派遣専門家」という。）のみで構成するため、厚生労働大臣が定める団体で

ある「一般社団法人三重県医師会」に、派遣専門家の支援を要請することとしています。その場合、

派遣専門家の要請に基づいて院内の医師や看護師などの専門家等を委員に加える場合があります。 

なお、当院では、医療事故調査制度に基づかない医療事故調査委員会についても、必要に応じて

制度に基づく医療事故調査と同様に、調査の際には派遣専門家を加えることとしています。 

 

 

 

 

 

〇医療事故調査制度に関する Q&A （厚生労働省のホームページから抜粋） 

Q17．院内調査を行うに当たり、自院で十分調査が行える場合であっても外部からの委員は必ず入れる

のですか？ 

A17．本制度では、医療機関が院内調査を行う際は、公平性、中立性を確保する観点から、専門家の派

遣等の医療事故調査等支援団体の支援を求めることとされています。 

医療機関の管理者においては、法の趣旨を踏まえ、医療事故調査に当たり、外部からの委員を参画さ

せ、公平、中立な調査に努めていただくようお願いします。 
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Ⅲ 主な質疑・応答、意見 

 

Ｑ．病床利用率が計画目標を大きく下回った原因は把握しているのか。 

Ａ．高度な医療を提供する急性期病院として、平均在院日数を中期経営計画に掲げる目標値

である 10 日以下に短縮する取り組みを行った。その結果、相反関係にある病床利用率は

計画目標を下回ることとなった。 

Ｑ．全身麻酔の手術件数を指標としているが、重篤な患者の増加を目標としているような誤

解を生むのではないか。 

Ａ．現在、高度医療の提供度を測る指標として全身麻酔の手術件数としているが、重篤な患

者が増えることを望んでいるということではないので、次期中期経営計画の指標とするこ

との妥当性を議論しているところである。 

Ｑ．退院等の説明は患者の状況に応じて適切に行っているのか。 

Ａ．当院では、地域連携・医療相談センター「サルビア」が中心となり退院等の説明を行っ

ている。患者や患者家族との情報共有が早期に可能となる仕組みを研究したい。 

（意見）患者に転院をお願いする場合には、患者や患者家族に対して早期に説明を行い、十

分な理解を得る体制とすることを強く要望する。 

Ｑ．次期中期経営計画はどのような方向性で考えているのか。 

Ａ．高度医療、救急医療などの急性期医療を担うという当院の役割は変わらないものと認識

しており、現在の機能を維持、強化していく方向で考えている。 

Ｑ．ＤＰＣ係数の向上によって収入を増やすことができる見込みはあるのか。 

Ａ．ＤＰＣ係数のさらなる向上は、全体レベルの底上げを図らないと難しい。 

（意見）全体レベルを底上げするための財政的な負担や投資を試算し、適切な経営判断の参

考とするとともに、そのデータを市民や議会にも開示してほしい。 

Ｑ．認定看護師をどのように活用しているのか。 

Ａ．認定看護師を講師とした院内での講習会や研修などを通じて、病院全体のスキルの底上

げを図っている。 

（意見）全ての病院職員や患者、病院経営にもメリットがある認定看護師の活用方法を次期

中期経営計画に盛り込んでほしい。 

Ｑ．認定看護師の資格取得に向けてどのような支援を行っているのか。 

Ａ．資格取得のための研修費用を当院が負担している。 

（意見）質の高い医療サービスを提供するためには、質の高い医療従事者を集める必要があ

る。医療従事者から選ばれる病院となるよう、医療従事者にとっての満足度を向上させる

方策を考えてほしい。 

Ｑ．外来患者満足度調査において不十分な項目も見られた接遇面については、重点的に取り
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組む必要がある。詳細な分析を行った上で、次期中期経営計画にも盛り込んでほしい。 

Ａ．患者満足度の向上は次期中期経営計画においても重点項目としたい。 

（意見）医療事故防止策の検討や医療事故・インシデント報告の最終レベルの決定などを担

う医療安全管理委員会の委員の選任に当たっては、法律上の公平性・中立性も担保してい

く必要があるため、法律の専門家を委員に含めることも検討してほしい。 

（意見）高度医療、救急医療が充実したＤＰＣ特定病院群であることは、市立四日市病院の

存在価値となっているため、今後も機能の維持を目指してほしい。 

（意見）言葉の掛け方によって患者の信頼を得ることは医療技術と並ぶ患者満足度を高める

要素でもあるため、接遇面の強化に取り組んでほしい。 
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○地方卸売市場について（中間報告） 

〔第１回 北勢地方卸売市場について（令和元年８月８日実施）〕 

１．概要 

（１）設立 

昭和47年11月 三重県卸売市場整備計画にて北勢地域の集配拠点整備が位置づけられる 

昭和50年3月 北勢3市(四日市市、桑名市、鈴鹿市)の各議会において、北勢公設地方卸売市場

組合の組合規約を議決 

昭和50年5月13日 北勢公設地方卸売市場組合設立認可 

昭和54年3月26日 北勢公設地方卸売市場開設許可、市場開場式 

昭和54年4月17日 市場業務開始 

【設置目的】 

生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって住民等の生活の安定に

資する。 

（２）民営化の経緯 

平成17年3月  総務省地方公営企業アドバイザー派遣事業制度報告書「北勢公設地方卸売市

場の課題と打開方向について」による公設公営制の見直しの提言 

平成17年10月  北勢公設地方卸売市場運営協議会設置 

平成18年3月   市場運営協議会より「北勢公設地方卸売市場の運営形態に関する報告書」を

市場組合管理者に提出 

「卸売市場を取り巻く環境変化、取引規制の緩和などにより行政の役割も減少したことから公設

公営制を見直す。流通環境の変動に即応できる効率性、判断の柔軟性や迅速性、市場運営の専門

性が発揮できる市場運営会社による民営へ移行する。」 

平成18年3月   業界と市場組合との間で民営化推進のための「覚書」を締結 

平成18年4月   市場組合議会における「民営化推進に関する議決」 

平成18年12月  旧精算会社を母体とし、市場運営部門を加えた「北勢公設卸売市場株式会社」

設立 

平成19年2月    市場の施設指定管理者（北勢公設卸売市場(株)）決議 

平成19年4月    指定管理者による市場管理運営業務開始 

平成21年8月    北勢公設地方卸売市場施設管理運営評価委員会最終意見書にて、指定管理者

である北勢公設卸売市場(株)に事業を譲渡すことを「了」と評価 

平成21年9月    市場組合・3市・北勢公設卸売市場(株)の間で「北勢公設地方卸売市場の民営

化に関する協定書」を締結 

平成21年11月   市場組合議会において、事業の譲渡し等民営化・市場組合解散関する議案の

議決 

平成21年12月   三重県が、北勢公設地方卸売市場組合から北勢公設卸売市場(株)への事業の

譲渡しを認可 

平成 22年 4月 1日 市場民営化実施 

(令和 2年 3月 31日 民営化から 10年が経過し、財産の無償貸し付けの当初契約期間が満了する。) 
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（３）概要 

開設者：北勢公設卸売市場株式会社 

所在地：四日市市河原田町字伊倉７１２ 

開場年月日：昭和54年4月17日 

敷地面積：116,269㎡ 

建設費：7,144,957千円（用地費＋施設費） 

供給対象地域：北勢地域4市5町（四日市市、桑名市、鈴鹿市、いなべ市、 

木曽岬町、東員町、朝日町、川越町、菰野町） 

供給対象人口：約800,000人 

卸売会社：青果１社、水産１社 

仲卸会社：青果９社、水産１１社 

 

２．運営体制 

（１）組織機構 
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３．運営状況 

市場は当地域にとって、食の安全・安心の確保、安定供給といった役割を担っている。 

年間総取扱量は年々減少傾向であり、取扱金額も総売上高がわずかずつ減少しているものの、青

果の取扱比率は、数量、金額ともに上昇傾向にある。現在、三重県内には「北勢地方卸売市場」

のほか、「三重県地方卸売市場」、「伊勢志摩総合地方卸売市場」の３つの比較的規模の大きな

卸売市場があり、北勢地方卸売市場と三重県地方卸売市場の２市場の取扱高が拮抗している。 

 

 

 

 

 

株主名簿 株主出席者名簿 持ち株数 議決権数
四日市合同青果（株） 代表取締役 佐川浩二 400 400
四日市魚市場㈱ 代表取締役 中組勇次 200 200
青果物仲卸協同組合 代表取締役 竹野和幸 400 400
水産物仲卸協同組合 理事長 森正一郎 400 400
（株）北勢青果商連合 代表取締役 大泉 守 200 200
北勢魚商業協同組合 理事長 阪 和英 310 310
（株）桑名青果連合 代表取締役 浅野雅基 200 200
北勢水産加工協同組合 理事長 田代茂人 90 90

株主合計 8社 合 計 2,200 2,200
青果1,200株、水産1,000株 自社株数 400 過半数1,101以上
卸600株、仲卸800株、 発行済株式数 2,600
小売800株 発行株式上限 2,700

決議の方法（定款第17条第1項）
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出
席し、その出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
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-122-



○北勢地方卸売市場における産地別取扱数量 

 

４．生鮮食品流通実態調査 

地産地消や生産者支援、産地育成の基礎資料とするため、市内の生鮮食品の流通実態を 

調査した。 

調査期間：平成 29年 10月～平成 30年３月 

調査対象：北勢地方卸売市場（市場運営会社、卸売業者、仲卸業者） 

三重北農協、四日市食肉市場、食品スーパー、定期市 

調査方法：ヒアリングによる 

結果： 

（北勢地方卸売市場に対する意見・評価） 

・農水産物の流通の面で公共的な役割を担っている。 

・道路インフラ整備が進むに伴い、近接する市場との競争が激化する。 

・社会構造の変化に対応していくため、卸・仲卸を含めて市場全体の連携が必要。 

・産地育成をし、良質な品物を流すことが重要。 

・消費者が求めている商品を集められる市場になること。産地育成支援も必要。 

 

 

-123-



５．北勢公設卸売市場(株)損益計算書の推移(単位：円) 

 

６．施設の維持管理 

市場開設からおよそ40年が経過することもあり、施設の老朽化対策が急務であることが市場会

社から課題として挙げられている。 

■過去3年間の施設修繕費 

平成30年度  39,770千円（青果棟屋上防水補修工事18,000千円 ほか27件） 

平成29年度  37,141千円（青果棟屋上防水改修工事22,500千円 ほか34件） 

平成28年度  29,898千円（青果冷蔵庫棟屋上防水改修及び 

庇部補修工事7,400千円 ほか35件） 

平成27年度  19,650千円（青果倉庫屋上防水塗装工事及び 

樋補修工事6,900千円 ほか28件） 

■今後必要となる主な改修工事(平成31年3月26日付、北勢地方卸売市場への支援に 

関する要望書より) 

・建築工事（屋上防水改修、屋上屋根ALC板スラブ補強、外壁改修等） 

・電気設備工事（電気受変電設備更新等） 

・機械設備工事（防災監視盤更新等） 

主な改修・更新工事にかかる費用  1,277,706千円（地方消費税8％で算出） 

 

７．施設改修に対する契約等 

北勢公設卸売市場組合の民営化において、関係３市（四日市市、鈴鹿市、桑名市）と市場会社

との間で財産の無償貸付に関する契約書が交わされており、土地及び建物等を10年間の無償貸付

するものとされている。 

平成32年で10年になるが、平成32年以降は申し出がない限り協定は１年ごとに延長される。 
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財産の無償貸付に関する契約書 

(貸付期間) 

第３条 貸付期間は、平成22年4月1日から平成32年3月31日までとする。 

２ 貸付期間が満了する1年前までに甲、乙、丙又は丁のいずれからも特段の意思表示がない

場合は、本契約は1年間同一条件で継続するものとし、その後も同様とする。 

（甲：四日市市、乙：桑名市、丙：鈴鹿市、丁：北勢公設卸売市場株式会社） 

市場会社は借り受けた物件を地方卸売市場の開設者として運営管理し、維持管理費を含む運営

事業費は徴収する使用料で賄うとされているが、施設の大規模な改修に関しては、「北勢公設地

方卸売市場の民営化に関する協定書」において、関係３市で協議するとされている。 

北勢公設地方卸売市場の民営化に関する協定書 

（管理運営事業費等の負担） 

第７条 卸売市場の民営化後の維持管理費を含む運営事業費については、徴収する使用料をもっ

て戊がすべて負担することとする。 

２ 市場関係３市は、貸付物件の修繕義務を負担しないものとし、当該物件について更新、修繕、

改良その他の行為をするために要する経費は、すべて戊の負担とする。 

（災害復旧及び大規模改修） 

第８条 災害等により、貸付物件が著しくき損し、戊の能力では修復不能となったとき、また、

市場関係３市が大規模な改修、修繕の必要性を認めたときは、その時点における戊の財政状況等

を勘案し、復旧方法及び助成方法等について、誠意をもって別途協議する。 

（戊：北勢公設卸売市場株式会社） 

また、大規模な改修、修繕に要する経費は市場関係３市で負担するものとされている。 

北勢公設地方卸売市場組合の解散に伴う事務承継に関する覚書 

(改修等) 

第３条 北勢公設卸売市場株式会社に貸し付けた帰属物件（以下「貸付物件」という。）が、災

害等により著しくき損し、北勢公設卸売市場株式会社において修繕不能となったとき、貸付物件

について大規模な改修又は修繕の必要があると認めたとき及び貸付物件について処分を行おう

とするときは、その対応について市場関係３市が別途協議し決定するものとする。 

(経費の分担) 

第４条 政府債の償還に係る元金および利子(別表)、承継事務及び北勢卸売市場管理評価委員 

会に係る事務処理経費並びに前条の改修、修繕及び処分に要する経費については、次に定める割

合で、市場関係３市が負担するものとする。 

四日市市 １００分の５２ 

桑名市  １００分の１８ 

鈴鹿市  １００分の３０ 

（甲：四日市市、乙：桑名市、丙：鈴鹿市） 

８．３市による協議 

平成31年3月26日付で北勢公設卸売市場株式会社代表取締役社長他卸・仲卸業者７者より四日

市市、桑名市、鈴鹿市の３市に対し支援に関する要望書が提出されたのを受け、３市が北勢公設
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卸売市場株式会社から事情を聴取する場を設けた。 

ヒアリング実施日：令和元年７月12日(金)14時から16時 

出席者： 桑名市産業振興部農林水産課長 

鈴鹿市産業振興部農林水産課長 

四日市市商工農水部農水振興課長 

北勢公設卸売市場株式会社代表取締役社長、事務局長他 

内容：市場会社より市場取引状況、平成30年度決算状況、卸売市場法改正への対応状況につい

て説明があった。市場取引数量・金額とも前年度に比べ減少したが、中食・外食が増加

していることから伸びる余地があること、今後の展望に向けて専門家のアドバイスを受

けるなどして、市場としての方針を固めていくとの説明があった。 

９．卸売市場法の改正 

（平成30 年6月22日公布、平成32年6月21日施行） 

○法改正の背景 

□食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は重

要。今後も食品流通の核として堅持。 

□農林漁業者の所得を向上させるとともに、消費者ニーズに的確に応えていくためには、卸売

市場を含めて、新たな需要の開拓や付加価値の向上につながる食品流通構造を確立していく

ことが重要。 

□このような観点から、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境

の確保を促進。 

○主な改正点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場の開設は、認可から認定へ 

中央卸売市場の開設者は、地方公共団体から法人へ 

取引ルールは開設者が市場関係者と協議して定める 

 

★市場開設者の自主性が重んじられる 
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○取引ルール関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○中央卸売市場と地方卸売市場の相違点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国による支援 

国は、認定を受けた食品流通合理化計画に従って行われる中央卸売市場の整備に対し、予算

の範囲内において、その費用の10分の４以内で補助できる。 

○今後の予定 

三重県では、三重県卸売市場条例の改正案を令和元年9 月議会に上程の予定。 

令和元年12 月より地方卸売市場開設の認定手続きが開始される予定。 

北勢地方卸売市場では、令和２年６月までに認定申請を行っていく。 

 

★市場会社、３市で施設の整備も含めて市場のあり方を協議していく必要がある。 
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10．主な質疑・応答、意見 

Ｑ．北勢地方卸売市場が三重県に意向を伝える機会はあるのか。 

Ａ．卸売市場法改正に伴う手続を行う際に伝える機会はある。 

Ｑ．三重県は北勢地方卸売市場をどのように捉えているのか。  

Ａ．三重県は北勢地方卸売市場を地域拠点市場として捉えているが、具体的な方向性までは

考えていないようである。 

Ｑ．北勢地域外の出荷流通を増やしていく考えはあるのか。  

Ａ．新たな流通経路の開拓は、市場として生き残るために重要であるため、具体的な方策を

研究したい。また、農業生産と連携した地域内循環の方策についても検討したい。  

（意見）新たな流通経路の開拓は市場会社が考えることであり、市は支援する立場にあるが、

地元流通だけでは限界が生じる恐れがあるため、海外販路を含めた地域外流通の方策を検

討すべきである。また、地域外流通に重点を置く場合には、中央卸売市場の方が有利と考

えるため、この件についても調査研究を進めてほしい。 

Ｑ．市は市場にどのような関与を考えているのか。  

Ａ．運営元である市場会社が展開を図っていくべきと考えるが、本市としての意向も存在す

るため、市場会社と協議していきたい。 

Ｑ．行政、有識者、市場関係者、生産者などからの意見を集約して市場機能を検討する必要

があると考えるがどうか。 

Ａ．まずは市場会社が方向性を示す必要があると考えており、それを基にして市場機能を検

討し協議していきたい。 

Ｑ．鈴鹿市と桑名市の意向はどのように把握しているのか。 

Ａ．両市とも市場機能の必要性は理解しており、市場会社の意向を踏まえた上で、３市で協

議することを確認している。 

Ｑ．現施設の耐用期間はどの程度を見込んでいるのか 

Ａ．具体的な耐用期間は見込んでいないが、いずれかの時期に根本的な損壊が起こる可能性

がある。 

（意見）現施設の老朽化は先送りできない問題であるため、早急に具体的な整備に向けた検

討を行うべきである。負担を将来世代に先送りしないダウンサイジングを行いながら、市

場の価値、競争力を高めていく方向性が望ましい。 

Ｑ．民営化されている北勢地方卸売市場に対して市はどこまで関与できるのか。 

Ａ．市が求める市場機能については、一定の支援ができると考える。  

（意見）市場会社が市の要望を受け入れる前提がなければ、事態の進展は難しいと考える。 

（意見）大手スーパーが多くのシェアを占める状況の中、それ以外の小売業者に商品を安定

供給することは市場の責務である。 
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（意見）市場関係者との協議する中で方向性を模索していくべきである。 

Ｑ．市場会社は現在の売上状況をどのように分析しているのか。 

Ａ．仲買人や取扱量は減少傾向にあるが、青果に関しては加工品関係の取り扱いは増えてお

り、今後増やしていく余地はあると考えているようである。 

Ｑ．市場会社は戦略を立てるための現状分析は行っているのか。  

Ａ．具体的な分析内容については確認していない。 

（意見）市場会社による分析が今後の方向性を検討する上での基礎となるため、市としても

詳細を把握する必要がある。 
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○産業の創出・活性化について（中間報告） 

〔第１回 本市の産業動向について（令和元年８月８日実施）〕 

１．本市の工業の概要 

四日市市は、臨海部における石油化学コンビナート企業や、内陸部における半導体、自動

車、電機、機械、食品産業などの多様な産業集積を強みとして、産業都市として発展してき

た。特に、石油化学製品、電子部品等の製品が製造品出荷額等の中で大きな割合を占めてい

る。ここ10年では、平成21年（2009年）、28年（2016年）で大幅な減少があったものの、10

年前に比べて微増している。 
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２．市内企業の投資について 

（１）最近の投資状況（企業立地奨励制度活用による） 

 

-135-



 

 

（２）今後の投資予定（発表ベース） 
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３．企業立地に向けた取り組み 

（１）日本のコンビナートの目指す方向（石油化学工業協会） 

①国際競争力の維持・向上 

・コンビナート内の連携を強化し、高生産性工場群の実現 

⇒用役（蒸気・電力など）、物流、廃水・廃液処理、事務などの共用化によるコス

ト競争力ある効率的サービスの提供 

②高い保安力で安定供給の維持・確保 

・最新の技術を活用した運転、設備管理による安定・高稼働の連続運転 

・継続的な化学工学・プロセス技術・保安教育、IoT教育 

・定期修理での確実な設備検査、新たな技術の導入 

（２）四日市コンビナートの課題に対する取り組み 

現在、四日市コンビナート企業15社及び学識経験者や国、県も参画のもと「四日市コン

ビナート先進化検討会」を設置し、「規制合理化関連部会」及び「企業間連携部会」の２

つの部会を設けてコンビナートの先進化に向けた取り組みを実施している。 

①規制合理化関連部会の主な取り組み概要 

・ドローン、非防爆モバイル機器導入 

各事業所において、プラントの保安力の向上のため、実証的に消防本部のドロー

ン飛行検証や、事業所内でのモバイル機器の活用に向けた準備を始めたところであ

る。現状、各社がドローン、モバイル機器等の導入に向けて、規制の整理や社内規

定の整備・マニュアル作成等の準備を進めており、それらが整い次第、各社で実際

にプラントでの新技術の実装に取り組んでいくこととしている。 

・工場立地法の新たな運用を検討 

工場周辺の地域の住環境との調和を目指し、工場敷地内において既存緑地は維持

しつつ、一定の条件下で工場敷地外も緑地とみなせる敷地外緑地制度について構築

していくとともに、併せて緑地率の緩和についても見直していく。 

②企業間連携関連部会の主な取り組み概要 

・人材育成 

各社が持つ教育施設の情報共有化及び当該情報の活用方法について協議検討を実

施した。また、化学・プロセス産業人材育成事業（四日市市委託事業）の継続実施を

希望した。 

また、プラントの運転・保安等で必要とされるIoT・AI、ビッグデータ等を活用で

きる人材を育成することを目的とし、「プラント運転・保安IoT人材育成講座」を市

内で開講。【日程：H31年2月19～20日、21社51名参加】 

⇒H31年度も内容を拡充し開講する方向で関係機関（三重県・日本能率協会）と調整中。 

・製品、原料等の融通 

製品や原料であるトルエン、キシレン等について、余剰品を持つ企業と設備投資

やコストダウン等で需要が生じる企業とのマッチングを実施。 

⇒関係企業において調整中 
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（３）ワンストップサービスの取り組み 

本市への進出を希望する事業者の立地が迅速に進むよう、ワンストップサービスで必要

な手続きや調整ができるよう取り組む。 

（４）新規産業創出事業補助金 

本市に集積する既存企業の新事業展開を積極的に誘発し、多様で活力ある中小企業の成

長・発展を促すことにより、本市産業の活性化を図るため、既存の中小製造業者が新事業

展開を図るための新技術・新製品開発等に対し、学識経験者や民間企業の研究者等で構成

する本市の「新規産業創出研究会」の審査を経て経費の一部を補助する。 
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４．次世代産業の立地等に向けた新たな取り組み 

近年、IoT、AI、ビッグデータ等の活用で急速に進展している第4次産業革命のイノベー

ションにより、新たな技術やサービスが生まれることが期待されているとともに、CO2削

減等に対応した取り組みが求められている。このため、ハード、ソフトのIT関連企業の誘

致や産学官拠点を活かし、付加価値の高い産業への進化、シフトを目指し、企業立地奨励

制度の改正による投資促進を図る。 

なお、制度の根拠規定（四日市市企業立地促進条例）が、令和2年3月31日で効力を失う

ことから、本市産業が競争力を確保し、持続的な発展を遂げていくため、更に5年間の制

度延長とともに対象事業の拡充や重点分野の拡大を検討する。 

（１）対象事業の拡充の検討 

・CO2削減、新エネルギーを活用する事業 

・物流業 

（２）重点事業の拡大（補助率を拡充、1年目から２/３補助）を検討 

・「新原料の転換事業」➔「新原料・新燃料への転換事業」 

・「市外からの新規立地」 

・物流拠点施設 

・「AI、IoT、ICT等にかかる情報通信業」 

・「（ビッグデータの解析技術やAI、IoTを導入する）スマート工場」 

５．市内における起業支援の状況 

（１）主な支援内容 

①四日市志創業応援隊 

四日市市、四日市商工会議所、楠町商工会、三重県信用保証協会、日本政策金融公

庫、三重北勢地域地場産業振興センターで構成される「四日市志創業応援隊」を設

置し、四日市商工会議所がワンストップ窓口となり、創業計画書の作成・各種セミ

ナー・資金調達の相談など、各機関が連携しバックアップを行っている。 

②創業支援等事業 

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画に位置付けた創業支援等事業を行う

四日市商工会議所に対し、セミナー開催等に要する経費を支援している。主な事業

としては、起業に必要となる知識の習得、事業計画の策定支援を目的とした「創業

塾（集中開催）」、「創業カフェ」、「ビズ・カフェ」を開催している。 

③独立開業資金融資制度及び保証料補給 

創業時の資金調達の円滑化を図るため、独立開業資金融資を制度化し、さらに保証

料補給を行うことで創業者の初期の負担を軽減している。 

④女性起業家育成支援事業 

女性ならではの感性、独創的な発想をもって起業を志す女性に対して、起業に係る

基礎知識の習得からビジネスプランの策定までをサポートする育成支援講座と弁護

士や税理士等専門家によるジャンプアップ講座を開催している。 

⑤空き店舗等活用支援事業補助金 

商店街や郊外住宅団地の空き店舗等を活用して出店する際の改装費や広告宣伝費等、

出店次年度の維持費等の一部を補助している。 
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（２）主な実績 
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６．主な質疑・応答、意見 

Ｑ．他の自治体では何らかの業態に特化した企業誘致が見受けられるが、四日市市の特徴は

どのような点にあると捉えているのか。 

Ａ．四日市市の特徴は、石油化学コンビナート、電子部品、自動車、食品等多様な製造業の

立地と産学官連携のノウハウが集積している点にある。これらの立地企業がさらに発展し

ていくため、第 4 次産業革命による最新技術による既存産業の効率化や、イノベーション

を支援する企業の誘致を考えている。 

（意見）四日市市の特徴を改めて分析すべきであり、企業の発展を考えるにあたっては、商

工会議所等との連携も重要となる。南海トラフ地震の災害リスクの担保など、積極的な施

策の検討も必要である。 

（意見）産業動向の把握は非常に重要であるため、当委員会として商工会議所から意見聴取

する機会を設けてはどうか。 
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〔第２回 新産業の創出と既存産業の活性化について（令和２年１月17日実施）〕 

１．目指す姿 

新総合計画（令和元年 11 月定例月議会議決総合計画より抜粋） 

【基本的政策 No.6】新産業の創出と既存産業の活性化 

（１）日本を代表する産業都市として、活発な投資や新たな企業の立地により雇用が生ま

れ、IoT やビッグデータ等の新技術を活用し生産性が向上するとともに、中小企業

の新たな事業展開により、地域経済に活力が生まれている。 

（２）第４次産業革命のイノベーションを受け、都市型産業が集積しているとともに、生

活関連サービス産業が充実し、働きやすく暮らしやすい環境になっている。 

 

２．国が目指す Society5.0（ポスト情報社会）とは 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステム

により、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）をいう。 

狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社

会（Society4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画において我

が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。 

第四次産業革命による技術の革新を踏まえて、将来的に目指すべき未来社会である

「Society5.0」を実現していくため、様々な繋がりによって新たな付加価値の創出や社会

課題の解決がもたらす、「ConnectedIndustries」を実現していくため、今後官民で取組

を進めていくこととなる。 
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３．経済産業省の取組 

経済産業省では、平成 30 年 10 月 Society5.0 を実現する産業変革への取組として

「ConnectedIndustries 東京イニシアチブ」を発表し、この中で、市場成長性、我が国産

業が有する強み、社会的意義の大きさ等から、５つの重点取組分野を定め、取組の加速化

と政策資源の集中投入を図る。加えて、横断的課題に対する支援措置・法制度等の整備に

取り組むこととした。 
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４．本市で展開する施策 

（１）企業・事業誘致、投資促進 

①工場立地法地域準則条例の制定について（令和 2 年 2 月定例月議会に提案予定） 

（新総合計画より抜粋） 

企業立地に必要な環境整備として、工場立地法の新たな運用の中で、工場周辺の住環境と

の調和を目指し、一定の条件下の工場敷地外を緑地とみなせる敷地外緑地制度の構築や緑

地率の緩和など立地に必要な環境整備を図ります。 

 

【条例制定の考え方】 

●市内企業の市外流出防止や再投資促進等の観点から、準則条例を定めている東海地方の

他都市より環境に配慮しつつ、企業にとって設備投資がしやすい環境整備に向け、新た

な基準を設定。 

●緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合は、現在、既存工場（工場立地法施

行以前から立地する工場）を除いて市内全域一律となっているため、国の定める範囲や

内容に基づき、工業専用地域・工業地域は、工場の立地を誘導する地域であるため、環

境に配慮しつつ企業の投資を促す基準とする。 

●環境へ配慮する本市では、国の定める範囲を踏まえながらも、特に工場と工場周辺地域

の生活環境との調和を重視することとし、現行規定により整備されている工場敷地内の

周辺部の環境施設が維持される基準を設定。 

 

【四日市市の市準則条例の内容】 

 

 

 

-147-



 

②企業立地奨励金について（令和元年 11 月定例月議会において企業立地促進条例議決） 

【新たな対象事業】 

●製造業の IoT、AI 等を導入するスマート化事業 

近年、IoT、AI、ビッグデータ等の活用で急速に進展している第 4 次産業革命のイノ

ベーションにより、新たな技術やサービスが生まれることが期待されていることから、

製造業の IoT、AI 等を導入するスマート化事業に係る施設等を対象事業に追加。 

【新たな重点分野の設定】 

●新原料・新燃料への転換に対応する事業 

世界的に地球環境問題に対する意識が高まり、企業に対しても、再生可能エネルギー

の利用や CO2 排出量削減が求められることとなる。地球環境負荷の軽減を目指し、水素

等新エネルギーの利活用に向けた事業を重点分野に追加。 

（２）AI、IoT 等の新技術の導入に向けた支援 

①企業と行政のプラットフォームであるコンビナート先進化検討会での取組 

【実績と今後】 

●規制合理化に関する部会（平成 30、31 年度 12 回開催） 

・ドローンの実証 

・IoT 等新技術の活用 

危険物を取り扱うことから、電子機器等の活用に制約のあるコンビナート内において、

ドローン、非防爆の携帯型電子機器（市販タブレット、バイタルセンサー）が活用できる

よう、市消防本部が、それぞれの使用に関するガイドラインを策定した。 

ドローンについては、市消防がドローンを実証的に飛行し、各社がその活用方法を検討

した。また携帯型電子機器についても、各社が導入を進めており、導入事例を検討会内で

情報共有し、さらに HP において広く周知していく。 

来年度も、企業からの要望のあるテーマについて、規制の合理化に向けた意見交換を実施

していく。 
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●人材育成 

・IoT 勉強会の開催（令和元年 10 月 18 日） 

IT ベンダー企業、データ解析を得意とする企業を講師に招き、IoT 導入の効果、導入

事例の紹介、取得したデータ活用についての勉強会を開催した。 

・プラント運転・保安 IoT/AI 人材育成講座（令和 2 年 1 月～2 月 3 回開催予定） 

昨年度の経産省の実証講座の誘致に引き続き、今年度は県と協力し、継続して講座を

開催し、コンビナートでの IoT 活用に向けた人材育成支援を行っていく。 

 

（開放点検中の原油タンクでのドローン飛行）（昨年度の講座の様子） 

【参考】 

〇四日市コンビナート先進化検討会 HP 

https://www.yokkaichikonbinato-senshinka.jp/ 

〇上記 HP より、ドローン活用実績 

https://www.yokkaichikonbinato-senshinka.jp/result/drone.html 

●近未来技術地域実装協議会 

・コンビナート先進化検討会での取組を、中小製造業への展開や市民の健康づくりにも展

開していくため、本市が提案した「AI、IoT を活用し、働き方改革と新たなビジネスの創

出を実現するスマート産業都市」が内閣府に採択される。 

今後、関係省庁（経済産業省、厚生労働省、総務省消防庁）の支援を得ながら、中小企

業でも導入しやすいよう、事例集の取りまとめ等に取り組んでいく。 

・第 1 回会議を 11 月 6 日に開催（政策推進課が事務局、健康づくり課、商工課参画） 

●コンビナートへの再生可能エネルギー活用に関する情報提供 

・（一財）グリーンアンモニアコンソーシアムへの参画 

グリーンアンモニアコンソーシアムは、電力会社、ガス会社、化学会社、エンジニア会

社等が参画し、CO₂フリーアンモニアの燃料及び原材料として利用を中心としたバリュー

チェーンの構築を目指し、戦略の策定、関連技術開発及びその社会実装化に向けた取り組

みを推進している。 

本市もグリーンアンモニアコンソーシアムへ参画し、収集した情報をコンビナート先進化

検討会へ提供している。 
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（３）中小企業振興、IT 企業の誘致 

①IT 企業の誘致 

・今後、製造業において IoT 等の新技術の導入が進み、蓄積されるデータを有効活用し、

生産性の向上や新たな事業展開等が進められていく。データを保有する大手製造業が集

積する本市において、新たなビジネス展開が期待できる IT 企業の誘致に向け、新たな支

援策を検討していく。 

②企業 OB 人材センターにおける中小企業の IT 化支援 

・事務作業に必要なソフトウェアの基本的な使い方や帳票作成等のデジタル化の指導・

助言を行うことで業務の効率化等、生産性向上につながる支援を実施した。 

・ホームページのない企業には、ホームページの公開に向けた提案を行い、自社情報を

広く公開することで顧客獲得や人材確保につながる支援や、生産管理のデジタル化に向

けた支援も実施している。 

 

（企業 OB 人材センターでの支援の様子） 

③人材確保、後継者難について 

・人材確保に苦慮する中小企業に対して、市内外の就職フェアへの出展等様々な取り組

みを支援する。 

・後継者難に伴う事業承継問題に直面する事業者に対して、関係機関と連携して相談機

能の充実を図る。国の認定を受けた三重県産業支援センターが、事業承継の公的窓口を

開設しており、企業訪問時に相談を受けた際はつなぐようにしている。また、相続につ

いては、事業承継に関する税制もあるので、中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備

機構）などの支援機関を紹介することとしている 
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④中小企業 IoT 等活用促進事業補助金（平成 30 年度から） 

・IoT（モノのインターネット）等を用いた設備投資に意欲はあるものの、IT を活用でき

る人材が不足している市内中小製造業者に対し、外部の IT 専門家の活用にかかる経費の

一部を支援する。 
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【参考】総務省 第５世代移動通信システム（５Ｇ）の今と将来展望より抜粋 

総務省 ローカル5G検討作業班 報告書骨子（案）より抜粋 

【四日市商工会議所との連携について】 

四日市商工会議所では、５G、IoT 関連事業について、セミナーの開催、アンケート調査、 

また通信事業者とも連携し、どのようなものにサービスを提供できるか検討を始める予定で 

ある。本市としても、市内企業の活性化に繋がるよう商工会議所の取組とも連携し、５G、 

IoT 導入に取り組む企業を支援していく。 
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５．主な質疑・応答、意見 

Ｑ．ＩＴ関連企業の誘致場所はどの辺りを予定しているのか。 

Ａ．いわゆる工場は想定していないため、中心市街地の事務所などを想定している。 

（意見）じばさん三重のインキュベーションルームの空き室や桜町の鈴鹿山麓リサーチパー

クの現状も鑑みて、具体的な誘致場所の想定も必要ではないか。 

Ｑ．近未来技術地域実装協議会の詳細を確認したい。 

Ａ．国の関係省庁やコンビナート企業、本市が参画する四日市コンビナート先進化検討会の、

ＩＴ分野における先進的な取り組みの状況報告や意見交換を行っている。コンビナート企

業では、安全面に配慮しながら業務効率化に取り組んでおり、国の関係省庁からも非常に

高い評価を受けている。 

Ｑ．企業ＯＢ人材センターにおける中小企業のＩＴ化支援として、ホームページのない企業

に対して、ホームページの公開に向けた提案を行っているとのことであるが、ホームペー

ジを作成する知識が乏しい場合にはどのような支援を行うのか。 

Ａ．専門業者への発注方法がわからない場合には、発注仕様の作成支援を行っている。 

Ｑ．商工会議所は行政にどのような展望を持っているのか。 

Ａ．５Ｇの促進を重点的に図っていきたいが、その前提となるＩＴ化が進んでいないのも実

態であり、まずはセミナー開催から始めたいと聞いている。 

Ｑ．既存産業の活性化支援について、劇的に変えていくための対策はあるのか。 

Ａ．大企業については、ＡＩ、ＩｏＴなどの新技術に対応する人材の育成支援、中小企業に

ついては、人材育成に加えて、新たな技術や事業化や販路開拓への支援を中心に実施して

いきたい。また、補助金制度を最大限活用するための情報提供も重点的に行っていきたい。 

（意見）補助金の情報提供や手続の支援は非常に重要であるため、不正に注意しながら柔軟

に対応してほしい。また、東京事務所との連携方法なども見直しながら、効果的なマッチ

ング方法を模索してほしい。 

Ｑ．企業誘致の際に必要となる企業の人材確保についてはどのように考えているのか。 

Ａ．人材確保は課題と認識しており、これから対策を検討していきたい。 

（意見）企業誘致を計画する場合には、まず人材確保の対策を検討すべきである。 

（意見）人材確保は全般的に困難な状況であるため、既存企業に対しても適切な支援を行う

べきである。 

（意見）最先端技術の発展には、技術やアイデアを持つ企業が集結することが必要となる。

企業誘致への積極的な取り組み姿勢を示し、本市の存在感を高めてほしい。 
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○客引き行為等の防止について（中間報告） 

〔第１回 客引き行為等の防止に関する条例について（令和元年９月12日実施）〕 

 

１．条例の制定の経緯 

平成24年10月 自治会や商店街組織で構成する「諏訪栄・西新地地区防犯協議会」から市長

へ要望 

平成25年10月 パブリックコメント実施 

平成25年12月 検察との協議において、県条例と市条例の重複部分の取扱いや警察と市で条

例の具体的運用の検討が必要との指摘 

平成27年１月 県警より、県条例と市条例を重複させないことの検討の提案 

平成27年11月 三重県条例と市条例の規制を重複させないこととし、規制対象や罰則規定等

について県警・検察と合意、制定の条例案提出 

平成28年７月 条例施行 

 

２．客引き行為等における現状 

（１）概況 

①警察ＯＢ嘱託職員による巡視活動を継続実施（週４日、19時～23時） 

②併せて、地域との定例パトロール（月１回）、諏訪交番と合同パトロール（週１回） 

③客引き行為等については、条例施行前と比べ総じて減少傾向にあり、特に外国人マッサー

ジ、スカウト及び誘引活動については大幅に減少している。 

④一方で、中心市街地の景気は良化しており、上記のとおり、条例で規制している客引き行

為等が減少しているものの、店舗数、客引き行為者の絶対数に大きな変動はない。 

⑤また、系列によらず複数の店舗・業種を紹介するフリーの客引きの増加、客に合わせ紹介

する店を変えたり、客引き同士で客の引き継ぎを行うなど手口が巧妙化。 

⑥条例で規制していない居酒屋・カラオケの客引きは、人数が急増している。一部では、通

行人の妨げとなる行為やゴミの放置など、悪質なマナー違反も見られる。 

（２）口頭注意・指導・勧告件数 

 平成28年度 

(平成28年7月～平成29年3月) 

平成29年度 

(平成29年4月～平成30年3月) 

平成30年度 

(平成30年4月～平成31年3月) 
合計 

口頭注意 171 91 45 307 

指導 24 43 47 114 

勧告 1 2 １ ４ 

※勧告対象者４名はいずれもキャバクラの客引き 

※中止命令は実績なし 
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（３）中心市街地における状況調査 

条例施行前【平成28年６月23日（木）22:00】 条例施行後【令和元年７月25日（木）22:00】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人数）            

業種 平成28年６月23日（木） 令和元年７月25日（木） 

● キャバクラ 64 41 

● マッサージ 26 3 

● ピンサロ 4 7 

● 居酒屋系 11 40 

合計 105 91 

①条例での規制対象業種（キャバクラ、マッサージ）の客引きは減少 

②居酒屋系（スナック、カラオケを含む）の客引きは激増 

③上記の比較では、総数が105人から91人へ減少しているものの、実態は横ばい 

 

３．今後の課題について 

①指導員（警察ＯＢ嘱託職員）の人員確保及び拡充による巡視活動の継続的な実施 

②条例での規制対象外業種（居酒屋、スナック、ガールズバー等）への対応 

 

４．主な質疑・応答、意見 

Ｑ．全ての業種を規制対象にしようとした場合、どの程度の期間が必要になるのか。 

Ａ．科料による規制の場合は警察や検察庁との入念な協議が必要となるため、国体までの整

備は非常に難しいと考える。過料による規制の場合は警察や検察庁との調整が不要である

ため、国体までの整備は可能と考える。 

Ｑ．過料による規制を行う名古屋市は、現在どのような状況となっているのか。 

Ａ．規制の開始当初は客引き件数が減ったようだが、元の状態に戻りつつあるようである。 
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Ｑ．市条例制定時と状況が大きく異なり、客引きの手口も巧妙化する中で、どのような解決

策を考えているのか。 

Ａ．現行の制度の中で、警察と協力を図りながら客引き行為等の防止に努めたい。 

（意見）パトロールの強化は重要だが、抜け道を塞ぐために条例の見直しも必要と考える。 

Ｑ．規制対象の業種が系列店に含まれていれば、対象とすることはできないのか。 

Ａ．一般の居酒屋は営業実態を把握できず、経営者がキャバクラ店等と同じであっても規制

することは非常に難しい。 

（意見）パトロールに実行力を持たせるため、警察との連携をより強化することも重要と考

える。 

〔第２回 名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例について（令和元年10月28日実施）〕 

 

１．名古屋市における条例制定の経緯 

平成27年12月 中村区複数店舗より、風営法、愛知県迷惑防止条例等で規制されていない居酒

屋等の客引き等を規制する条例制定を求める要望。以後、中区地域団体及び商

業団体等からも同様の要望あり。 

平成28年７月 実態把握調査の実施（～８月、12月） 

平成29年１月 ネットモニターアンケート 

平成29年５月 地域団体等ヒアリング（～８月）、実態把握調査、来街者アンケート 

平成29年６月 検討懇話会（その後２回、計３回開催） 

平成29年11月 パブリックコメント（～12月下旬） 

平成30年３月 条例公布 

平成30年10月 条例全部施行 

 

２．名古屋市における客引き行為等における現状 

①条例施行後、本市職員が名古屋市指導員と同行し現場を視察 

・平成30年12月５日（水）当課職員２名 

・令和元年10月９日（水）課長、警察ＯＢ（日勤）１名、警察ＯＢ（指導員）３名 

②名古屋市条例における禁止区域は３地区（名古屋駅、栄地区、金山地区） 

③２回の視察において、名古屋駅、栄地区の２地区の巡視活動に同行。名古屋駅は居酒屋等

のアルバイト中心、栄地区はキャバクラ等の客引き中心。名古屋市の客引き行為等対策指

導員（以下「指導員」という。）は、居酒屋を中心に中止命令・指導を実施。 

④名古屋市中心部では、圧倒的な人の流れに対して、客引き行為等を行うものの数も多く、

現状の指導員１班３名×３班ではきめ細かな対応は難しい。 

⑤名古屋市条例においては、ティッシュ・チラシを配布する行為、看板をもって宣伝する行
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為は対象外とされており、ティッシュ手交時に声掛けを行う等の実態が見られた。 

⑥名古屋市において、条例施行以降の罰金（過料５万円）の徴収実績は０件。 

⑦一方、愛知県が平成29年７月、いわゆる「ぼったくり防止条例」を施行し、栄地区に「特

別区域」を設定している。同条例では、料金等の表示義務のほか、不当な勧誘等の禁止を

定めており、県警により多数の逮捕者が出るとともに、違反店舗の公表も実施されている。 

 

３．本市条例との比較について 

名称 四日市市客引き行為等の防止に関する条例 名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例 

施行日 平成28年7月1日 平成30年10月1日 

対象 
特定の業種 

（キャバクラ・ホストクラブ・マッサージ） 
全ての業種 

規制対象 

 いわゆるキャバクラやホストクラブの誘

引や客待ち、異性による通常マッサージの客

引きや客待ちを禁止。 

 

①客引き（マッサージ） 

②客待ち（マッサージ、キャバクラ等） 

③誘引 （キャバクラ等） 

 公共の場所（道路、公園など）で行われる次の

行為をいう。 

 

①客引き行為 

・相手方を特定し、客とするために誘う行為 

②勧誘行為 

・相手方を特定し、役務に従事するように誘う行

為 

③客待ち行為・勧誘待ち行為 

・上記の行為をする目的で、相手方となるべき者

を待つ行為 

立入調査等 規定なし 
規定あり 

（条例施行以降、実績なし） 

罰則 
刑事罰 

・罰金・拘留・科料（前科） 

行政罰 

・市に対して過料を納付 

罰則内容 

違反行為により、 

50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 

または 

30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 

または 

20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 

規定による命令に違反した者は、５万円以下の過

料 

両罰規定 なし あり 

指導員 

人数：５名（現在１名欠員） 

   全て警察ＯＢ嘱託職員 

勤務：週４日 

時間：15時～23時30分 

   前半18時45分～20時30分 

   後半21時～23時 

人数：10名（現在１名欠員） 

   警察ＯＢ６名、民間出身者３名 

勤務：週５日 

時間：16時～23時 

   前半18時～19時30分 

   後半20時～22時 

その他 
週１回、警察との合同パトロールを実施 

月１回、地区との合同啓発活動を実施 
月１回、警察と合同でパトロールを実施 

４．本市の今後の課題について 

①条例の対象外業種（居酒屋、スナック、ガールズバー等）への対応 

②警察、地域団体、ビルオーナー、不動産業者等とのさらなる連携強化 
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５．主な質疑・応答、意見 

Ｑ．本市議会が三重県に客引き行為等に対する規制及び対応の強化を求める意見書を提出し

たことを受けて、どのような対応を考えているのか。 

Ａ．国体に間に合わせることを前提として、議会とともに対策を考えていきたい。 

Ｑ．条例上の罰則に至る段階において、氏名の公表を設定することはできないのか。  

Ａ．勧告に続く段階として検討することは可能であると考える。 

Ｑ．現状に則した規定を独自に設定することはできないのか。 

Ａ．刑事罰である科料については、検察庁、警察との協議が必要であるため、独自に設定す

ることは極めて難しい。過料については、独自に設定することは可能だが、実効性を担保

するためには、警察の理解と協力が必要となる。  

Ｑ．規制対象外の系列店を経由するといった巧妙な手口は、全業種を規制する以外で取り締

まれないのか。 

Ａ．定義の明文化が非常に難しいため、全業種を規制する以外に方法はないと考える。  

Ｑ．バイト感覚で条例違反の意識もないまま客引き行為が行われている状況をなくしていく

べきと考えるがどうか。 

Ａ．無自覚に条例違反する状況とならないよう、周知方法などを調査、研究したい。  

Ｑ．県条例の規制対象に両罰規定があるのに対して、市条例の規制対象には両罰規定がない

のはなぜか。 

Ａ．検察庁、警察との協議を行ったが、両罰規定は実効性が不確定であるため、現在の条例

では両罰規定を設けないこととした。 

Ｑ．市が規制を強化した上で、警察と連携して対策を実施すべきと考えるがどうか。 

Ａ．過料による規制の強化は可能と考えるが、現在の警察との協力体制に影響を及ぼす可能

性があるため、慎重に検討する必要がある。 
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５．行政視察報告書 
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令和２年４月 20日 

 

四日市市議会 

議長 諸岡 覚 様 

 

  産業生活常任委員会 

委員長 三木 隆 

 

産業生活常任委員会行政視察報告 

 

 産業生活常任委員会が行政視察を行いましたので、その結果を次のとおり報

告いたします。 

 

記 

 

１．視察日時  令和２年１月 28日（火）～１月 30日（木） 

 

２．視察都市     鯖江市、富山市、高岡市、金沢市 

 

３．参加者      三木隆、太田紀子、小川政人、笹井絹予、中川雅晶 

早川新平、日置記平、樋口龍馬 

     （随行）伊藤博基 

 

４．調査事項  別紙のとおり 
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（鯖江市） 

１．市勢    市制施行 昭和 30年 1月 15日 

  人  口 69,374人（平成 31年４月１日付） 

  面  積 84.59平方キロメートル 

 

２．財政   令和元年度一般会計当初予算  261億 1000万円 

       令和元年度特別会計当初予算  131億 4700万円 

       令和元年度企業会計当初予算      67億 5590万円 

  合  計        460億 1290万円 

   

３．議会   条例定数 20 

３常任委員会（総務、産業建設、教育民生） 

 

４．視察事項 

「女性が輝くめがねのまちさばえ」について 

 

１）視察目的 

鯖江市では、国連が採択した持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)のうち、５番目の目標

である「ジェンダー平等の実現」と女性活躍の推進を掛け合わせ、経済、社会、環境

の３側面での統合的な取り組みを行っている。 

本市は、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指して令和

３年度からの新たな男女共同参画基本計画を策定するところであるため、参考とす

べく視察を行った。 

 

２） 実施経緯 

鯖江市は眼鏡や漆器といった家族経営を基本とする地場産業が盛んであったた

め、仕事と家庭の両立を図りながら主体的に活動する女性が多い地域性を持ち、従

来から女性の活躍がまちづくりを支えてきた。 

鯖江市と国連は平成 19年から交流があり、国連で持続可能な開発目標（ＳＤＧ

ｓ）が採択されたことを受けて、鯖江市においても５番目の目標である「ジェンダ

ー平等の実現」と女性の活躍を起点として、経済、社会、環境の３側面での統合的
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な取り組みを行う計画「女性が輝くめがねのまちさばえ」を策定した。本計画は国

からも高い評価を受け、令和元年度の「ＳＤＧｓ未来都市」と「自治体ＳＤＧｓモ

デル事業」に選定された。 

 

３）まちづくりにおける女性活躍 

〇鯖江市役所ＪＫ課（平成 26年～） 

地元の女子高生を中心とする市民協働推進プロジェクトであり、自由にアイディア

を出しあい、さまざまな市民・団体などと連携・協力しながら、自分たちのまちを楽

しむ企画や活動を行っている。 

〇鯖江市ＯＣ課（平成 26年～） 

鯖江市役所ＪＫ課を応援する形で、地元の 40 代から 50 代を中心とする女性が結

成したグループであり、まちづくりについての意見を出し合い、集約した内容を市長

に提言している。 

〇ご長寿アイドル「ＳＢＥ８０！」（平成 22年～） 

70 代以上の女性が健康体操の普及を図る目的で結成したグループであり、高齢者

施設等で健康体操やダンスを披露している。 

 

４）産学官民連携 

〇インポスター症候群の研究、対策 

インポスター症候群とは自己肯定感が低く、責任や意思決定を避けがちとなる状態

であり、女性に多くみられることから、女性の社会進出を阻む要因として注目されて

いる。鯖江市ではアンケート調査等によって現状把握や改善に取り組んでいる。 

〇わたしの日プロジェクト 

お母さんが「わたしらしく」生きられるよう、社会全体で自由に過ごせる時間を用

意する「わたしの日」を設ける取り組み。商店街の店舗には「わたしの日」ならでは

の特典付与を勧めることで、商店街の活性化にも役立てようとしている。 

 

５） 三側面（経済面・社会面・環境面）の課題への取り組み 

〇Society 5.0 の実現（経済面の課題への取り組み） 

IOT や AI、ロボットなどの革新技術を最大限活用して人々の暮らしや社会全体を

最適化した未来社会(Society5.0)の実現を通じて、経済発展と社会的課題の解決が両
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立し、一人ひとりが快適で活力に満ちた生活ができる社会の実現を目指す。 

主な取り組み：AI、自動運転、シェアリングエコノミーの活用 

〇移住・定住促進による関係人口の増加（社会面の課題への取り組み） 

人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題に直面。「関係人口」

と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い手に期待される。 

主な取り組み：地域活性化プランコンテストの開催 

〇脱炭素社会の実現（環境面の課題への取り組み） 

国は、長期排出発展戦略(長期計画)の中で「脱炭素社会」を最終到達点に掲げ、2050

年に温室効果ガスを 80％削減するための方向性を提示している。 

主な取り組み：持続可能な素材（ライメックス）活用推進事業   

〇三側面(経済面・社会面・環境面)をつなぐ統合的な取り組み 

 

 

 

 

 

６） 今後の展開 

〇（仮称）国連ＳＤＧｓ女性資料館の創設 

・国内外の女性の活躍の現状、歴史などのコンテンツを収集・発信する。 

 ・国連との共同事業により、鯖江市の取組みを世界に発信する。 

・女性活躍に関する情報交換のプラットフォームとして活用する。 

〇国際的な女性会議の誘致 

 ⇒「世界のめがねの聖地ＳＡＢＡＥ」を発信 
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５．委員からの質疑 

Ｑ：ＳＤＧｓ関係事業の進捗管理について確認したい。 

Ａ：各担当部署が年度当初に目標を策定し、年度末に進捗を確認するとともに、国に

報告する未来都市計画の中で経済面、社会面、環境面のＫＰＩ（重要業績評価指

標）を用いて進捗管理を行っている。 

Ｑ：ジェンダー平等の実現を軸としたＳＤＧｓ関係事業を実施しているが、男性側の

反応などはあったのか。 

Ａ：庁内において目立った反応はないが、これまで少なかった女性管理職が増えてお

り、会議の雰囲気が柔らかくなった印象はある。 

Ｑ：福井県の女性は共働きで主体的に行動するイメージがあったが、女性の管理職へ

の登用はあまり進んでいなかったのか。 

Ａ：地域活動などでは女性が活躍していたが、家事と仕事の両立が求められることも

あり、意思決定が伴う役職にはあまりついていなかった。一定の配慮が行われる

環境になれば女性も参画しやすくなると考えている。 

Ｑ：ＪＫ課やＯＣ課は有志による活動なのか。 

Ａ：場所や機会の提供は行政が行っているが、基本的には有志による活動であり、参

加者が入れ替わりながら継続している。 

Ｑ：ＪＫ課やＯＣ課が創設されたきっかけを確認したい。 

Ａ：ＪＫ課は地域活性化プランコンテストの提案がきっかけであり、ＯＣ課はＪＫ課

を応援する形で創設された。 

Ｑ：「わたしの日プロジェクト」の実施経緯を確認したい。 

Ａ：本市にサテライトオフィスを持つ民間企業から提案を受けて実施に至った。 

Ｑ：女性が働きやすい環境は鯖江市独自なのか、それとも福井県共通なのか。 

Ａ：男性が出稼ぎをして女性が家業を手伝っていた歴史的背景から北陸地方の女性就

業率は高い傾向にあるが、特に鯖江市は漆器や眼鏡という地場産業があり、家内

工業が多く存在したことから、女性が当たり前に働く環境があったと考える。 

Ａ：ＳＤＧｓ関係事業の実施に伴い、男女共同参画プランの変更はなされたのか。 

Ｑ：前回プランと比較するため基本的な項目は引き継いでいるが、女性活躍推進法の

記述やＳＤＧｓの理念などを新たに追加している。 
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６．委員会としての所感 

「女性が輝くめがねのまちさばえ」は、鯖江市の強みである女性が主体的に行動す

る地域性とＳＤＧｓの「ジェンダー平等の実現」を起点として、総合的な取り組みを

展開していく素晴らしい計画となっていた。 

ＪＫ課やＯＣ課は、キャッチーなネーミングとは裏腹に、地域に根ざした活動が行

われており、有志によって継続していることも驚きであった。また、これらの取り組

みは全国から注目を集めており、シティプロモーションの観点からも成功を収めてい

る。 

産学官民連携では、民間企業のアイデアや発信力を活用した施策展開が行われてい

た。その中でも、大手民間企業と連携した「わたしの日プロジェクト」は普段から頑

張るお母さんへの気配りを基本コンセプトとしながら、商店街の活性化なども取り入

れた間口の広い施策となっていた。 

また、計画の名称にもあるように、特産のメガネが取り組みにおけるシンボルとし

て重要な役目を果たしており、鯖江市自らが作成するＳＤＧｓとメガネをモチーフに

したピンバッチは、市内外から発注を受ける人気商品となっていた。本市の特産であ

る万古焼やお茶なども工夫次第によって、新たな価値を生み出せる可能性を感じた。 

ＳＤＧｓは本市の総合計画に明記されているように、今後の施策の基本となるべ

きものであり、女性の活躍の推進は令和３年度からの新たな男女共同参画基本計画に

おいても重要項目になると思われる。鯖江市のＳＤＧｓにおける「ジェンダー平等の

実現」と女性の活躍を起点とする総合的な取り組みは本市にとって大いに参考となる

ものであった。 

  
ＳＤＧｓピンバッチ 

 「グローカル」 
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（富山市） 

１．市勢    市制施行 明治 22年 4月 1日 

  人  口 415,904人（平成 31年３月 31日付） 

  面  積 1,241.77平方キロメートル 

 

２．財政    令和元年度一般会計当初予算 1,642億 3,875万円 

  令和元年度特別会計当初予算 1,310億 8,969万円 

  令和元年度企業会計当初予算 474億 7,009万円 

        合  計             3,427億 9853万円 

   

３．議会    条例定数 32 

４常任委員会（総務、教育民生、経済、建設） 

         

４．視察事項 

・富山市公設地方卸売市場について 

 

１）視察目的 

富山市では、昭和 47年度に建築された富山市公設地方卸売市場の主体建物を老朽

化や耐震性の問題から、コンパクト化を図り建て替えすることとしており、再整備構

想の中では、社会情勢等の変化に対応し、引き続き、新鮮で安全な食を提供する拠点

インフラとしての役割を果たすために必要な施設の規模や機能等について検討して

いる。本市においても北勢地方卸売市場の老朽化が喫緊の課題となっており、今後の

在り方を検討していく必要があるため、参考とすべく視察を行った。 

 

２）富山市公設地方卸売市場の現状 

・富山市では昭和 47年の建設から老朽化が進行し、耐震性も不足している。 

・コールドチェーン等多様化する消費者ニーズへの対応も出来ていない。 

・取扱高は平成３年のピーク時から約半分まで縮小している。 

⇒平成 28年度に実施した調査の結果、コンパクト化を図り建て替えすることとした。 

３）卸売市場の取扱高の推移 

・富山県の東部流通圏に供給する地域拠点市場として、大手量販店等にも供給。 
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・しかし、取扱量は、青果はピーク時の約 1/2、水産は約 1/3 に減少。 

・圏域内の人口減少等により、将来的にも、大きな回復は見込めない。 

⇒取扱量が継続的に減少し、将来も減少傾向が予測される。 

 

３） 施設の老朽化の現状 

施設名 構造 建築年（築年数） 耐震基準の達成 

主体建物 ＳＲＣ造２Ｆ 昭和 47年（築 48年） 未達 

第２卸売場 Ｓ造平屋 昭和 47年（築 48年） 不明（未実施） 

青果保冷庫 ＲＣ造２Ｆ 昭和 47年（築 48年） 不明（未実施） 

花き棟 Ｓ造２Ｆ 昭和 61年（築 48年） 達成 

管理事務所 ＲＣ造２Ｆ 昭和 47年（築 48年） 未達 

その他関連店舗 Ｓ造平屋 昭和 47年（築 48年） 不明（未実施） 

冷蔵庫棟 Ｓ造平屋 

Ｓ造２・４Ｆ 

平成 4年（築 28年） 

昭和 27年（築 5年） 

達成 

 

４） 卸売市場の再整備に向けた取り組み 

・平成 28年度 富山市公設地方卸売市場主体建物に関する検討調査業務 

① 整備予定の市場は、将来の取扱量の減少を見込み、コンパクト化を図る。 

② コンパクト化によって生じた土地に、民間収益施設を誘致する。 

③ 市の財政負担の縮減を図るため、ＰＰＰ・ＰＦＩ手法の導入を含め整備手法等

を検討する。 

・平成 29年度 富山市公設地方卸売市場再整備構想 

・平成 30年度 富山市公設地方卸売市場再整備基本計画 

・令和元年度 市場再整備アドバイザリー業務 

・再整備に向けた検討体制 

① 市場再整備検討会議及び青果・水産各ワーキンググループ会議の設置 

⇒市場施設の検討（平成 29年度から随時開催） 

② 民間事業者を対象としたサウンディング調査の実施 

⇒余剰地活用としての収益施設の検討（平成 30年度から年１回開催） 
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５） 再整備に向けた検討 

・市場施設の検討（売場面積、施設機能、出店意向確認等） 

① 人口減少等により将来取扱量は減少すると考えられる。 

② 卸売業者等は、取扱量の拡大を目指して事業計画を立案する。 

 ・余剰地活用としての収益施設の検討 

① 整備手法の検討 

 市場施設 集積施設 選定方法 敷地の利用形態 

Ａ 従来手法 民間提案 別々に選定 市がゾーニング 

Ｂ 従来手法 民間提案 同一事業者を選定 市がゾーニング 

Ｃ ＰＰＰ手法等 民間提案 別々に選定 市がゾーニング 

Ｄ ＰＰＰ手法等 民間提案 同一事業者を選定 市がゾーニング 

Ｅ ＰＰＰ手法等 民間提案 同一事業者を選定 民間がゾーニング 

事業者が一般応募（参入）しやすいのはＡであり、競争原理が期待できる。 

一方、Ａ→Ｅの順で民間の提案の自由度が高まり、事業全体の効率化が期待で

きるが、提案力のある事業者は限定されることが予想される。 

また、市には事業所を選定する際の評価項目の詳細な検討が求められる。 

② サウンディング調査 

〇市場再整備と余剰地活用の事業化は、一体と分離、どちらがよいか。 

 分離して事業化 どちらでもよい 一体で事業化 

参加９社中 ３社 ２社 ４社 

（事業者からの意見） 

一体事業の場合、駐車場や設備の一部を共用でき、施設整備の効率化が図れる。 

一体事業として提案することで、余剰地の最大化、敷地全体の最適化が図れる。

事業者が同じであれば、事業全体で収益を確保する提案ができる。 

一体事業の場合、参画できる企業が限定される。 

〇市場再整備事業の範囲に市場の管理運営を含めることは可能か。 

（事業者からの意見） 

施設の維持管理のみであれば可能だが、市場全体の管理運営を行うことは困難。 
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６） 再整備に向けた課題と展望 

・ＰＰＰ・ＰＦＩ手法の特性による課題 

① 市場の利用者（卸売業者など）の意見を施設整備に反映する必要があり、設計

段階から事業者の提案で整備を行うＰＦＩ手法において、利用者意見をどのよ

うに反映させるか。 

② 卸売市場の維持管理については、市場関係者によって実施されている場合が多

く、ＰＦＩ事業者等の業務の範囲について検討が必要。 

 ・一体整備についての課題 

① 市場の再整備と余剰地の活用を一体的に行う場合、余剰地が発生する時点は市

場の再整備完了後になるため、事業者公募から余剰地の引渡しまでの期間が数

年となる可能性がある。 

 ・令和元年度「市場アドバイザリー業務」 

① 市場関係者との施設の協議 

② ＰＰＰ・ＰＦＩ手法を前提とした事業手法の検討 

③ 余剰地活用の可能性調査（２回目のサウンディング調査を実施） 

  ⇒令和２年度における事業者の募集を目指す。 
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５．委員からの質疑 

Ｑ：建て替えに伴う賃料の値上げについて確認したい。 

Ａ：値上げを予定しているが、卸売業者等の経営状況は厳しいため、どこまで負担を

求められるかは課題である。 

Ｑ：賃料を値上げするとしても、以前より区画を縮小すれば、それだけ低く抑えられ

ると考えるが、そのような交渉は行っていないのか。 

Ａ：卸売業者の区画は縮小できる見込みはあるが、仲卸業者の区画は現状でもあまり

余裕がないため、縮小は難しいと考える。 

Ｑ：中央卸売市場への移行は検討したのか。 

Ａ：市場施設のコンパクト化によって、中央卸売市場とするための面積基準以下とな

るため、特に検討していない。 

Ｑ：現地建て替えだけではなく、移設も検討したのか。 

Ａ：市場を移設するだけの広大な面積を確保するのは困難であり、冷蔵庫棟について

は継続使用することから現地建て替えしか検討していない。 

Ｑ：コールドチェーンの必要性をどのように捉えているのか。 

Ａ：青果は市場に前日に置かれることが多く、鮮度の低下を招きやすいため、コール

ドチェーンの需要がある。鮮魚は空調だけでは鮮度を保ちにくいため、売り場とし

ての需要はあまりないが、加工場としての需要はある。 

Ｑ：サウンディング調査の詳細を確認したい。 

Ａ：コンパクト化を図る際の余剰地の活用方法として、物流施設、商業施設、レジャ

ー施設などを想定しており、民間事業者に向けて、市場再整備との一体事業として

実施できるかどうかを調査したものである。 

Ｑ：再整備計画に対して市民や議会からの意見はあるのか。 

Ａ：市民からの反応はあまりなく、議会には随時説明しているが、反対意見はない。 

Ｑ：市場機能を重視するのか、業者の利便性を重視するのかによって方向性は分かれ

が、どのように捉えているのか。 

Ａ：食料の集積拠点としての市場機能を重視しており、特に富山県での生産が少ない

青果を県外から集荷する役割があると考えている。 

Ｑ：なぜ市場施設の建て替えが予定される時期に冷蔵庫棟が新設されたのか。 

Ａ：当時は耐震化によって既存施設を継続使用する予定であったため、冷蔵庫棟を新

設したが、その後の調査で、耐震化の問題点が判明し、建て替える方針となった。 
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Ｑ：これからの流通変革に民間業者はどのように対応しようと考えているのか。 

Ａ：民間業者は加工等による付加価値をつけたいと考えているようだが、個々の経営

責任に委ねられる部分であるため、行政が整備する必要性まではないと考える。 

 

６．委員会としての所感 

 富山市の卸売市場再整備事業では、市場のコンパクト化と余剰地の活用方法を想

定し、一体整備を含めた具体的な検討が行われていた。 

 富山市による公設公営であることから、出店業者の利便性よりも市場機能を重視

し、賃料の値上げも辞さない方向性としている。一方、本市の北勢地方卸売市場は公

設民営であり、運営会社は出店業者が出資するために、整備方針や賃料の値上げにつ

いては、運営会社との調整が課題になると考えられる。加えて、市場施設は本市、桑

名市、鈴鹿市との共同設置であり、３市での協議も必要となるため、本市を取り巻く

状況とは大きな相違があると感じた。 

北勢地方卸売市場の老朽化は喫緊の課題となっており、令和２年度には当該市場

としての役割、機能強化の方向、将来の需要・供給予測を踏まえた市場のあり方を検

討するための基礎調査を行う予定としている。本市と富山市では状況の相違はみら

れるものの、既存施設の老朽化という共通の課題に対し、コンパクト化と余剰地の活

用を基本方針として、事業者と対話しながら具体案を策定していく取り組みは本市

が北勢地方卸売市場のあり方を検討する上で参考になるものであった。 
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（高岡市） 

１．市勢    市制施行 明治 22年 4月 1日 

  人  口 171,174人（平成 31年 3月 31日付） 

  面  積 209.57平方キロメートル 

 

２．財政    令和元年度一般会計当初予算   656億 3906万円 

  令和元年度特別会計当初予算  642億 9135万円 

        合  計                1,299億 3041万円 

   

３．議会    条例定数 27 

３常任委員会（総務文教、民生病院、産業建設） 

         

４．視察事項 

  産業振興について 

 

１）目的 

 高岡市では、新たな事業主体の輩出と地域産業の「稼ぐ力」の強化を目的とした

「高岡市産業振興ビジョン」の策定や、産業振興等の取組みのよりどころとなる「高

岡市産業の振興及び小規模企業の持続的発展に関する基本条例」の制定などを通し

て、市内外の企業を多方面からフォローアップする体制を築いていることから、本市

おいても、より良い産業振興を図っていくため、高岡市の取り組みを視察した。 

 

２）高岡市産業の振興及び小規模企業の持続的発展に関する基本条例について 

①制定の趣旨 

産業振興の推進は、産業関係者や市民による継続的、統一的な取り組みが重要であ

り、特に小規模企業者の持続的な発展が不可欠であるとして、それぞれの役割を明記

し、施策推進のよりどころとする条例の制定に至った。 

②主な基本理念 

・地域資源の発信と活用～発掘、ブラッシュアップ、発信～ 

・小規模企業の持続的発展～地域に密着した事業者の継続～ 

・創業支援～事業主体の輩出、産業の活力の維持～ 
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３）高岡市産業振興ビジョン改訂版について 

①支援の基本 

・新産業創造プラットフォーム（ワンストップ総合窓口） 

・事業段階に応じた切れ目のないフォロー（伴走支援） 

・挑戦する企業の後押し 

・中小・小規模企業の足腰強化 

②追加・拡充等を行った施策体系 

・新たな成長分野への進出・創業支援 

・ものづくりイノベーションの推進 

・産業基盤の整備・企業誘致の強化 

・経営と雇用の安定化 

・特徴を活かした観光地域づくりと広域観光拠点化 

 

２）高岡市新産業創造プラットフォームについて 

①概要 

高岡市産業企画課が総合窓口となり、創業から研究開発、製品化、販路拡大に至る

各段階での企業ニーズにワンストップで対応しており、市職員が自ら企業訪問を行う

ことで、企業ニーズの解決、シーズのマッチングを図る。 

②新産業創造プラットフォームの活動 

（基本的な活動） 

・企業訪問による、課題・ニーズの把握と対応 

・他の支援機関や国、県の施策の情報収集 

・産学の先端的技術や動向を情報収集 

・連携機関との情報交換会の開催 

※商工会議所、商工会、高岡信用金庫、中小企業基盤整備機構北陸本部 

・創業者支援ネットワーク会議の開催 

※商工会議所、商工会、市内金融機関等 

・メールマガジンによる情報提供 

（発展的な活動） 

・高岡商工会議所や国の認定支援機関である金融機関と企業訪問 

・企業ニーズに合わせた事業の企画（セミナー、販路開拓等） 
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・支援制度の抜けている部分をつなぐための仕組みづくり 

④主な補助事業 

 ・新技術・新商品開発等支援補助金（最大 50 万円） 

新分野進出・事業展開を図る新技術・新製品開発への補助。 

 ・高岡市地域資源活用事業支援補助金（最大 50 万円） 

地域資源を活用した新商品、サービス開発、市場調査、販路開拓等への補助。 

 ・高岡市戦略的販路開拓支援事業補助金（最大 30 万円、海外は最大 50 万円） 

新規販路を戦略的に開拓するための見本市等への出展、市場調査、コーディネータ

ー等の活用、産業観光への補助。 

 ・成長産業人材育成事業補助金（最大 10万円） 

  成長産業分野での専門的な知識及び技術を有する人材を育成するための補助。 

⑤国や県の動き・取り組みとの連携 

・富山県の航空機、医薬工、次世代自動車関連のネットワークへの参加 

・関係機関を通じた、国のライフケア産業振興事業との連携 

・とやまナノテククラスターへの参加 

 

５．委員からの質疑 

Ｑ：自動車産業向けのアルミ製品なども作っているのか。 

Ａ：アルミ製品はアルミサッシなどの住宅建材がメインだったが、市場は縮小傾向に

ある。自動車産業向けのアルミ製品は、需要が高まっているため、新たな成長分野

に位置づけて技術開発を行っている。 

Ｑ：メールマガジンによる情報提供の詳細を確認したい。 

Ａ：企業訪問を補うものとして、名刺交換を行った企業に対してメールマガジンを配

信する仕組みである。 

Ｑ：メールマガジンが支援につながるケースもあるのか。 

Ａ：支援のきっかけにはなっている。 

Ｑ：メールマガジンの配信情報はどのように精査しているのか。 

Ａ：担当者が市内の企業にとって有用と思われる情報を整理して配信している。 

Ｑ：連携機関との情報交換会の出席者を確認したい。 

Ａ：各組織の現場担当者が出席している。 

Ｑ：企業訪問は何名体制で行っているのか。 
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Ａ：10名が担当している。 

Ｑ：相談が販路開拓や商品化につながるのはどの程度あるのか。 

Ａ：販路開拓など企業側の希望が明確なものはほとんどが実現している。 

Ｑ：企業訪問や意見交換会が効果的なマッチングや支援につながる感覚はあるか。 

Ａ：日常的なやり取りが支援につながっている感覚があり、その中で補助事業の改善

なども行っている。 

 

６．委員会としての所感 

 高岡市新産業創造プラットフォームは、創業から研究開発、製品化、販路拡大に至

る各段階での企業ニーズにワンストップで対応する優れた支援体制であった。 

特徴は職員 10名によって行なう企業訪問であり、課題やニーズの把握から、補助

メニューの提示、マッチング、フォローアップなど各段階に適切な支援を行い、体制

の要として機能している。また、新技術・新商品の支援、地域資源活用支援、販路開

拓支援など、企業が思い描く事業展開に合わせた支援が行われている。民間ネットワ

ークも積極的に活用しており、銀行や商工会議所などとの定期的な意見交換会は、企

業マッチングや産学官連携を図る上で非常に大きな役割を果たしている。 

本市も高岡市と同様に産業都市として発展を遂げてきており、産業振興は今後の

都市間競争を勝ち抜く上で非常に重要となる。本市においても企業ＯＢ人材センタ

ーによる取り組みなどは行われているが、企業側の課題やニーズの全てに対応でき

る体制とは言えない。高岡市の優れた取り組みは、本市が産業支援の改善を図ってい

く上で大いに参考となるものであった。 
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（金沢市） 

１．市勢    市制施行 明治 22年 4月 1日 

  人  口 463,387人（平成 31年 4月１日付） 

  面  積 468.64平方キロメートル 

 

２．財政    令和元年度一般会計当初予算           1721億円 

令和元年度公営企業以外の特別会計当初予算  955億 7265万円 

令和元年度公営企業特別会計当初予算      626億 4615万円 

        合  計                        3303億 1880万円 

   

３．議会    条例定数 38 

５常任委員会（総務、経済環境、市民福祉、建設企業、文教消防） 

         

４．視察事項 

  地域コミュニティの活性化について 

 

１）目的 

 金沢市では地域住民の相互のつながりの希薄化が危惧される中で、住民相互の連

帯意識に基づく人と人とのつながりを基礎とする地域コミュニティを活性化させる

ため、地域コミュニティの活性化の推進に関する条例を制定し、加入促進や自主活動

の支援などを活発に行っている。本市でも四日市市自治会加入の促進と自治会活動

推進のための条例が制定し、自治会と中心とする地域コミュニティの活性化に向け

てより一層取り組んでいくこととしているため、参考とすべく視察を行った。 

 

２）金沢型コミュニティの特徴 

 ・62校下(小学校区域の単位町会)に 1346町会、加入率は約 69％(平成 31年 4月現在) 

 ・住民・町会・婦人会等が連携し、地域課題の解決を図っている。 

 ・一部地元負担で運営される公民館、消防分団等により自治意識が醸成されている。 

 ⇒しかし、近年は少子高齢化や価値観の変化、生活様式の多様化などによって、コミ

ュニティ意識は低下しており、町会加入率は低下している。 
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３）集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例制定下の取り組み 

〇集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例(平成 20年４月施行) 

集合住宅では、プライバシー尊重の傾向により地域とのつながりの希薄化が顕著なこ

とから、集合住宅の住民自らがコミュニティ組織を形成することで、地域住民相互の

良好なつながりを形成していくことを目的に制定した。 

〇コミュニティ担当者届出制度 

15 戸以上の集合住宅の建築時に町会と入居予定者との仲介役を届け出てもらうこ

とで、新たなコミュニティの形成等を推進。 

〇あんしんコミュニティ集合住宅認証制度 

コミュニティづくりに配慮された 15戸以上の集合住宅を金沢市が認証する制度。 

事業所…ＰＲに活用、金沢市ＨＰで紹介、コミュニティスペース整備費補助。 

住民…人と地域のつながりを配慮した住宅を選べる。 

〇コミュニティ活動推進用具購入費等補助の拡充 

町会がコミュニティ活動に使用する用具の購入・修繕費の補助制度を拡充。 

追加拡充…町旗、掲示板、もちつき道具等（従来は太鼓、子どもみこし、山車） 

金額の 1/3～1/2補助（限度額 10万円～400万円） 

〇コミュニティ相談窓口の開設 

  金沢市町会連合会が委嘱する専任アドバイザーが金沢市市民協働推進課内でコミ

ュニティ相談窓口を開設。 

    相談日…毎週月・火・木の３日間（10時～17時） 

    相談内容…町会運営、集合住宅での町会設立や加入等 

 

４）地域コミュニティの活性化の推進に関する条例制定後の取り組み 

〇地域コミュニティの活性化の推進に関する条例（平成 29年 4月施行） 

従来の集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例を廃止し、

発展的な形で施行。 

①安全で安心な住みよいまちづくりに地域コミュニティが重要である基本的認識 

②活性化の主体は、地域住民であり、地域住民の主体的取組が基本 

③市、地域住民、町会その他の地域団体、事業者の相互の理解と連携の下での協働 

④市民活動団体その他多様な主体の活動との連携及び調和 
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〇地域コミュニティ活性化推進計画（平成 30年 2月策定） 

地域コミュニティの醸成及び充実を総合的かつ計画的に推進するための計画。 

（基本方針）①地域コミュニティの醸成 

②コミュニティ組織への支援 

③コミュニティ活動への支援 

④市民協働の推進 

（重点分野）福祉、環境、教育、安全・安心、まちづくり 

〇市民活動サポートセンターの設置（平成 30年９月 30日開設） 

  地域団体や市民活動団体の連携等を支援するサポートセンターを開設。 

コミュニティ相談窓口をセンター内に配置し、火～日の６日間に拡充。 

〇コミュニティコーディネーター育成事業 

地域における課題の解決や協働を促進する人材を育成する事業であり、「協働のま

ちづくりファシリテーター講座」を開催。 

〇地域コミュニティ活性化事業 

  他の町会のモデルとなる町会加入促進や活性化に向けた先進的な取り組みを支援。 

   プラン策定事業：１団体につき 75万円まで（補助率 3/4） 

  一般事業：１団体 30万円まで（補助率 3/4） 

〇コミュニティ活動推進用具購入費等補助の拡充 

町会がコミュニティ活動に使用する用具の購入・修繕費の補助制度を拡充。 

法被の追加拡充。太鼓、子どもみこし、山車の補助対象の拡大。 

〇町会加入促進事業 

 市民課窓口における町会加入連絡票と町会加入案内リーフレットを配布 

リーフレット…町会加入のメリット、市の助成制度等を紹介。 

町会加入連絡票…転入者に連絡票を手渡しのうえ、記入された連絡票を町会長

に送付することで、町会加入を円滑化。 

〇町会区域マップの市ホームページ掲載（平成 30年 12月 26日より公開） 

  地図上に町会名および町会区域が表示されるほか、校下町会連合会名、校下町会連

合会事務局所在地、電話番号等が確認可能。 

〇「金沢市における町会への加入促進に関する協定」の締結(平成 30年８月 31日締結) 

 金沢市町会連合会、不動産関係団体、金沢市の間で締結。 
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５）まとめ 

・コミュニティづくりの可否は住民の理解と協力がいかに得られるかにかかっている。 

・地域住民の連帯感を醸成しようとする地域の熱意とそれを支える市の施策が連携す

ることが必要となる。 

・今後は暮らしに身近なコミュニティ組織がどんな役割を果たし、何のために存在して

いくのかを明確化し、地域コミュニティ活性化推進条例、地域コミュニティ活性化推

進計画を通じて、コミュニティ組織の醸成と充実を図っていく。 

 

５．委員からの質疑 

Ｑ：町会費はどの程度の金額なのか。 

Ａ：月 1,000円前後だが、地区ごとにそれぞれ設定している。 

Ｑ：市民活動サポートセンターは街の中心部にあるが、駐車場は確保しているのか。 

Ａ：駐車場は確保していないため、公共交通機関で来てもらうようお願いしている。 

Ｑ：単位町会長への報酬はないのか。 

Ａ：単位町会長への報酬はないが、連合町会には委託費を拠出している。 

Ｑ：連合町会には年間にどれだけ支払われているのか。 

Ａ：委託費としては年間 400万円程度である。 

Ｑ：集合住宅に入居する住民は、管理組合には加入するが、地域との関わりを避けて

自治会には入らない傾向がある。メリットをどのように説明しているのか。 

Ａ：メリットはリーフレットなどを通じて周知を図っている。また、現在の加入率の

算定方法は実際よりも低く算定されるため、算定方法の見直しを検討している。 

Ｑ：集合住宅認証制度の詳細について確認したい。 

Ａ：市民協働推進課が認証し、賞状とステッカーを配布しているが、これまでに 10

件程度の申請しかなく、あまり活用されていない状況にある。 

Ｑ：集合住宅におけるコミュニティ担当者の届出はどの程度の提出があるのか。 

Ａ：年間十数件程度は提出されている。 

Ｑ：加入連絡票はどの程度の返信があるのか。 

Ａ：返信は数％程度に留まるが、別の機会での加入につながっていると考える。 

Ｑ：旧町名復活事業は地域からの要望で行うのか。 

Ａ：地域からの申し出を受けて行っているが、手続の煩雑さから、あまり積極的な動

きは見られない。 
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Ｑ：町会事務局はどのような体制なのか。 

Ａ：運営は町会に任せているが、市が運営費の４分の３を補助している。 

 

６．委員会としての所感 

金沢市における地域コミュニティの活性化の推進は、町会自身が公民館などの運

営を担ってきた地域性を反映して、住民主体の取り組みを基本とするものであった。 

財政面での支援施策は地元の一部負担が原則存在しており、町会加入促進や地域

コミュニティの活性化に向けた先進的な取り組みを支援する活性化事業についても、

一部の費用は町会による負担としていた。 

また、地域とのつながりが薄くなりがちな集合住宅に特化した施策として、コミュ

ニティ担当者届出制度を実施していた。現在も効果がみられるようであるため、同様

の問題を抱える本市としても検討できる施策であると感じた。 

旧町名復活事業は全国的にも珍しい取り組みであったが、住所変更手続の煩雑さ

から、そこまでの広がりはみられないようであった。本市においても旧町名に親しみ

を持つ住民は存在するため、地域活性化のきっかけになりえると感じた。 

積極的な取り組みを行う中でも、町会加入率は目標を下回っているようである。取

り組みが町会加入率の低下を抑えたとも言えるが、成果がわかりづらく、フィードバ

ックを得られにくいことは地域コミュニティの活性化を図る際の課題と考える。 

本市においても、令和２年４月１日に四日市市自治会加入の促進と自治会活動推

進のための条例が施行され、自治会と中心とする地域コミュニティの活性化に向け

て、これまで以上に取り組んでいくこととなる。本市の地域性に応じる必要はある

が、金沢市の多方面からの取り組みは参考となるものであった。 
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６．議会報告会の概要 
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令和元年７月１２日 産業生活常任委員会 議会報告会／シティ・ミーティング概要 

 

【議会報告会】 

○四日市市は工業に重点をおいているため、同じ部局にしておくことには弊害があるので

はないか。 

⇒議員 かつては商工部と農林水産部にわかれていたが、三重県が農林水産商工部を編成

した当時に、四日市市でも商工農水部を編成した経緯がある。組織的に大きすぎ

る印象はあるが、行政の執行権の範疇と捉えている。 

【シティ・ミーティング】 

≪テーマ：北勢地方卸売市場について≫ 

○水産は何を意味するのか。 

⇒議員 水産は魚や貝などの、いわゆる魚介類を意味している。 

○四日市農芸高校の実習で作られた野菜を売ることはできないのか。 

⇒議員 四日市農芸高校で作られた野菜は高校併設の販売所で販売されている。 

○総合会館の横に喫煙所を新たに設置するくらいであれば、災害時に組み立てて使うこと

ができる簡易トイレを配備した方が良い。 

⇒議員 ご意見として承り、担当部局に伝える。 

○北勢地方卸売市場と四日市市の現在の関係はどういったものなのか。 

⇒議員 かつては公設公営で、四日市市が建物を設置して経営していた。現在は公設民営

で、四日市市、鈴鹿市、桑名市の３市が建物を設置して民間の市場会社が経営を

する格好になっている。そのため、３市は建物の設置者としての責任を負ってい

る。 

⇒議員 建物は非常に老朽化しており、市場を存続させるならば、大規模改修のための財

政的支援も視野に入れた協議を市場会社と３市で行う必要がある。卸売市場法の

緩和により自由度が高まったことも踏まえ、どのような設備や規模が必要なのか

を、行政、市場関係者、市民で一緒に考えていきたい。 

○鈴鹿市、桑名市が枠組みから抜けたいと言ってきた場合は四日市市だけで行っていくの

か。最終的には清算もありえるのか。 

⇒議員 鈴鹿市や桑名市が枠組みから抜けて四日市市単独で負担する可能性はあるし、枠

組みから抜けなくても、四日市市の提案に賛同してもらえない可能性もあるため、

（案） 
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非常に複雑な状態といえる。清算の可能性もゼロではない。 

⇒議員 これまで四日市市、鈴鹿市、桑名市の３市で責任を負ってきた経緯から、現在の

枠組みを変更することは基本的にありえないと考えているが、市場の存続が長期

的なビジョンでプラスになると経営判断できれば四日市市が単独になってもやっ

ていきたい。 

⇒議員 考え方はいろいろあると思う。今のルール上、修繕の経費は負担割合に基づき３

市で負担する決まりとなっており、修繕があまり進まない原因にもなっている。

場合によっては、四日市市が単独で行うことも個人の考えとしては選択肢の一つ

と思っている。 

○市立四日市病院に駐車場用地を貸す際の年間賃料は、契約時期によって格差がみられる

が、妥当性をどのように考えるのか。 

⇒議員 契約上の問題であれば、交渉の余地はあると考えるが、情報が足りないため、見

解を述べることはできない。 

⇒議員 公平で地権者に広く理解される形となるよう、委員長を中心に一度調査をしても

らった方が良いと考える。 

⇒議員 契約時期によって金額に相違があったとしても、双方が合意して契約されていれ

ば認めていくべきと考える。病院としてはなるべく安い金額で契約する努力をす

べきだが、貸してくれなければどうしようもない話にもなる。 

○北勢地方卸売市場の経営は黒字なのか。 

⇒議員 黒字で経営しているが、雨漏りを十分に補修したり建物自体を更新したりできる

ほどの利益はない。市場は天井が高く整備しにくい構造であるため、補修工事で

も十数億円程度かかる見込みとなっている。 

⇒議員 市場は荷物を取り扱うことによる一律の手数料が収益源であるため、売り上げ全

体が良くならないと施設整備にお金をまわすことは難しい。 

○年に１度だけ市場を市民に開放しているときいたが、回数を増やすことはできないのか。 

⇒議員 近くの小売業者に許可を得る必要があるが、法律上は可能であり、個人的には増

やしても良いと考えている。 

⇒議員 増やした方がいいという市民からの声がある一方で、小売業者からは売れなくな

るので開催を控えてほしいとの声もあり、どこでバランスをとるかは非常に難し

い。 
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⇒議員 毎月開催は難しいが、年に3、4回程度に増やしても良いと思う。参画する企業は

収益性向上に繋がる。四日市農芸高校の商品もその際には出品できたらよいと思

う。 

⇒議員 もう少し市場が解放されても良いと思う。三滝川慈善橋市場ほどではなくても親

しみを持ってもらえる市場なってほしい。四日市市は市場が自治体名の由来にも

なっているため、日常的にお買い物できる場になれば良いと思う。 

○ネット注文の導入で売上を増やすことはできないのか。 

⇒議員 ネットでも注文可能だが、小口注文に対応しておらず輸送費で高くなってしまう

ケースが多い。一括注文できるところでないと商売として成り立たない。 

⇒議員 卸売業者から直接取引するには資格が必要だが、仲卸業者がネットを介して流通

させる可能性はあると思う。 

○市内各地でイノシシが現れており、内部地区にも太陽光発電施設の影響からか現れるよ

うになっている。子ども達の遊び場にも現れているため、早期に対応するよう市に呼

びかけているが、対応する様子はない。大きな被害が出る前にイノシシを山に返すよ

う、商工農水部の担当者に頼んでほしい。 

⇒議員 内部地区ではトマトが食べられる被害があったことを把握している。他県の担当

者の話では、農産物の不良品を畑の隅に置くような廃棄方法はイノシシを誘い込

むことになるので見直した方が良いそうである。また、電気柵の設置は効果があ

るものの、一週間もすると穴を掘って柵をくぐりぬけることがあるそうである。

イノシシは繁殖能力が高く、対策はなかなか難しいが、農作物の廃棄方法の見直

しなど出来ることから始めてもらい、今後の対策については皆で考えていきたい。  

○総合会館の横の喫煙所は市役所職員が喫煙しているために市民が喫煙できない状況にな

っている。市役所職員は自分が吸いたくても、市民に譲ってもらうくらいはしてほし

い。 

⇒議員 ご意見として承り、担当部局に伝える。 
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令和元年１０月１１日 産業生活常任委員会 議会報告会／シティ・ミーティング概要 

 

【議会報告会】 

○救命救急センター（ＥＲ）についての議論は何をきっかけに発展したものなのか。 

⇒議員 臨床症状がなく帰宅を伝えた患者に関して、ＣＴ画像を読影した医師から新鮮梗

塞の可能性が指摘された事例があり、当該患者家族が議員に相談を持ちかけたこ

とから、議論を行うこととなった。 

○館長権限予算の成果をどのように評価しているのか。内部地区でも複数の事業に使って

いるが、明示的な成果があまりなく、館長が使途に悩んでいる気もするため、より根本

的に見直していくべきではないのか。 

⇒議員 有意義に使われているところと、うまく機能していないところが見受けられたた

め、本議会で審査を行った。地域の合意を得ることが条件になっているが、館長

判断が重視される仕組みにはなっている。 

⇒議員 各地域の特色のある事業を、館長の決裁で実施できるように創設した予算である

ため、地域のために使うことができると思ってもらいたい。 

 

【シティ・ミーティング】 

≪テーマ：有害鳥獣対策について≫ 

○市にイノシシ捕獲用の檻を設置してもらったが、堤防は県所有であるために、堤防と田

んぼを挟んだ場所に設置されたことは非常に残念に思っている。耕作放棄地の再生に取

り組んでいるが、被害の増加によって、諦めざるを得ない現状となっている。今後、イ

ノシシが人を襲う恐れもあるが、住民にあまり認知されていないと感じるため、少しで

も人的被害がでないように対策を進めてもらいたい。 

⇒議員 内部地区タウンミーティング後に、内部川沿いの南小松町地内、住民から要望の

あった内部川沿いの南小松町地内に捕獲檻を１台設置するとともに、その約５００

ｍ離れた西側にも１台設置したと聞いている。また、島根県松江市では、傾斜地に

トタンを敷くことで、イノシシを近寄らせないようにする対策が行われており、理

事者にも提案した。 

○内部東小学校付近のトンボ池でイノシシにあぜ道を荒らされる被害があったため、館長

権限予算を利用してフェンスの設置を行ったが、近隣の民家や老人ホームが被害を受け

（案） 
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ないか心配である。 

⇒議員 イノシシの捕獲が最も効果的だが、猟友会メンバーの減少と生息数の増加によっ

て効果が薄れ、被害はどんどん増えつつある。生息地域は広域にわたっているた

め、それぞれの町ごとではなく、北勢５市が共同で対策を行う必要があると考え

る。 

○小山田地区ではイノシシ被害が減少していると聞く一方で、内部地区では被害が増加し

ている状況から、大規模太陽光発電施設の開発によって、元々の住処を追われ、内部

地区に流入していることが疑われる。大規模太陽光発電施設に対する影響調査は行わ

れているのか。 

⇒議員 大規模太陽光発電施設の開発申請があった際には、三重県の諮問機関が環境アセ

スメント（環境影響評価）を行い、知事が判断をすることになっているが、有害

鳥獣に関する影響評価は行われていないと思われる。今後はそのような視点も取

り入れていくべきと考えるため、担当部局に伝え、議会の中でも今後取り上げて

いきたい。 

○犬を飼うことにより、イノシシが近寄らなくなったと聞くため、保健所から保護犬を譲

り受け、イノシシ対策に活用すれば良いと思う。また、イノシシが泥あびをする沼田

場にイノシシを入れないように整備すれば昼間に出てこないようになると思う。 

⇒議員 ご意見として承り、担当部局に伝える。 

○捕獲頭数などの統計情報を資料に示しているが、すぐに解決できる問題ではなく、議論

が難しい。各地区ごとの詳しい情報を収集し、住民が議論に参加しやすいような資料

としてほしい。 

⇒議員 ご意見として承る。 

○イノシシ被害に遭っていない住民の危機意識が薄く、だからこそ恐れを感じている。ガ

イドブックやその他広報活動など通じて、イノシシが目の前に現れた際にどんな対策

を取るべきかを、多くの住民に認識してもらうことが大切だと思う。 

⇒議員 現在の鳥獣被害防止計画は今年度までであり、来年度に向けて新しい計画を策定

する予定となっている。今回の意見を踏まえて計画策定にあたるとともに、委員

会の所管事務調査の中でも、今後取り扱っていきたいと考えている。調査を行う

際には、傍聴に来てもらって、休憩時間にでも意見を聞かせてほしい。 

○カラスへの対策は行っているのか。また、ムクドリの追い払い対策として中央通り沿い
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で放鷹を行っているが、成功しているのか。 

⇒議員 カラスについてはゴミ漁り防止のためのゴミ出しルールの徹底が主な対策であり、

多言語対応のゴミ出しガイドを活用して取り組んでいるが、生息数をどう減らし

ていくかの話は進んでいない。放鷹はムクドリやカラスを他の場所に移らせる効

果はあるものの、中央緑地公園にサッカー場や体育館を新たに整備した関係で、

公園に居ついていた鳥が中央通り沿いに逃げてきており、効果がわかりにくくな

っている。 

○我々も有効な対策をなかなか提案できない状況にあるため、今回を機会に、実態を正し

く把握して、提案できるようにしていきたい。 

⇒議員 ご意見として承る。 

○多くの住民がイノシシ被害の現状を知り、どうにかしてほしいという声が上がってくれ

ば、より対策が進むと思うので、イノシシ被害を知る我々がもっと訴えていくべきだ

と感じた。また、市の計画を地域がチェックしていくことも非常に大切であると感じ

た。 

⇒議員 ご意見として承る。 
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令和２年１月８日 産業生活常任委員会 議会報告会／シティ・ミーティング概要 

 

【議会報告会】 

○源泉徴収事務の誤りは民間企業であれば起こり得なかったものと考える。 

⇒議員 これまで税務署からの指摘を受けておらず適正であると考えていた処理に対し、

今年初めて指摘を受けた事案であり、既に事務処理の改善を図ったとの報告を受

けている。 

○理事者の答弁に、四日市市自治会加入の促進と自治会活動推進のための条例を活用して

自治会加入のメリットを伝えていくとあるが、議員としては実際にどのようなメリット

があると考えているのか。避難行動要支援者の情報は組長を通じて共有されることにな

っているが、共有されておらず、自治会長に確認しても、個人情報保護を理由に確認で

きなかった。自治会加入のメリットが損なわれていると考えるがどうか。 

⇒議員 各自治会でサービスに違いがあり、どこにメリットを感じるかも人それぞれによ

って違うと考えている。例えば、高齢者支援、子供の見守り活動、災害時対応な

どにおいては、自治会の加入者情報が活用されている。避難行動要支援者につい

ては、本人の合意を得ることで、連絡先を共有している町も存在するため、運用

の中で解決できる課題と考える。個人情報保護のため市が情報共有を強制するこ

とはできないので、自治会内でどのような運用としていくのか議論してもらいた

い。 

 

【シティ・ミーティング】 

≪テーマ：四日市市自治会加入の促進と自治会活動推進について≫ 

○自治会への加入は強制かどうかをきかれるが、強制ではないが加入してもらっていると

いう返答しかできない。あらかじめ自治会に入るメリット、デメリットを説明できるよ

うにする必要があると考える。特に賃貸住宅の方は疑問を強く持たれる傾向にある。 

○条例制定を契機に市、自治会が自治会加入率の一層の向上を目指していく必要があるし、

実績をチェックし、改善に繋げていく仕組みが必要であると考える。 

○集合住宅の方への勧誘などにおける成功事例を持ち寄って、各地区で紹介し合う協議会

の設置を検討してほしい。 

○自分の地域の自治会費は比較的高額だが、公民館やごみ置き場等を維持管理するために

（案） 
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必要な経費であるとの理解は十分に得られている。自治会にわかりやすいメリットはあ

まりないかもしれないが、お金に換えられない地域の繋がりが得られる組織だと捉えて

いる。 

○自治会に加入した人につらいことばかりだと思われないように、積極的に話しかけ、繋

がりを感じてもらえるように心がけている。地域ごとに自治会活動の楽しみを見つけて

発信していければと思う。 

議員 大規模マンションが建設された際には、新たな自治会を設立して、加入してもらう

ように働きかけているが、加入を希望しない世帯は多い。子供会の行事に誘えず、

子供の交流の機会が減ってしまうことも案内しているが、反応は厳しいものがある。  

議員 自治会は任意加入の団体であることから、自治会に加入しなければ自治会が管理す

るゴミ置き場を利用できないといったデメリットを設ける対応は難しいと考える。 

議員 かつては自治会を通じた地域交流が盛んに行われていたが、時代の経過とともに、

リスクを避ける傾向が強まってきており、地域交流が少なくなっていると感じる。 

議員 海外では自治会制度が殆ど存在しないため、外国人市民に理解してもらうことは難

しいと感じる。助け合いの精神の基本となる自治会制度は重要であるが、何が加入

するメリットなのかは地域によって違うため、自治会同士で情報共有を図っていく

ことは重要である。 

議員 超高齢化や単身世帯化が加速する中で地域コミュニティの維持はより重要となって

くる。若年層にとっては、自治会活動への参加が加入を敬遠する要因になっている

が、寧ろ参加することがメリットと受け取られるようにアピールできればと思う。 

議員 頑なに加入したがらない人達を無理やり加入させたところで、役割は果たしてもら

えない。人によってはメリットでありデメリットであるという点において、非常に

難しい課題であると思っている。 

議員 単身世帯で退職後に孤立しがちであった方が、自治会の加入によって、地域活動に

積極的に参加するようになった事例があり、自治会加入のメリットを感じた。 

議員 風通しのよい体制としていくため、連合自治会という組織の中をしっかり見直すこ

とは重要であり、組織内で異論があっても何らかの形で議論に繋げていくべきと考

える。 

○議会報告会は各常任委員会が別日に開催し、開始時刻は参加しやすい19時にしてほしい。 

⇒議員 議会報告会の在り方について検討している最中であり、意見として承る。 
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７．高校生議会意見書 
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意見書（少子高齢化対策委員会）  

 

 当委員会の所管事項に関し、高校生の視点から、以下の項目について提案す

るものです。  

 

記  

 

１．高齢者の健康寿命を延ばし、社会保障関係費の増大を抑制するため、運動

することの大切さについて広報するとともに、高齢者にとって住みよいま

ちとなるようバリアフリー化を進めること。  

２．待機児童の解消や子供の豊かな感性の醸成、高齢者の活力維持のため、保

育施設と高齢者の介護施設が一体となった「幼老複合施設」の設置や高齢

者による臨時の保育事業の創出などについて検討すること。  

３．子育て環境、医療・介護施設、公共交通機関等の充実やシティプロモーシ

ョンによって市の人口を増加させ、結果的に増える税収をもとに少子高齢

化対策を手厚くすること。  

 

 以上、意見書を提出します。  

 

  令和２年１月 25日  

 

四日市市議会高校生議会  

 

四日市市議会宛  
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意見書（シティプロモーション検討委員会）  

 

 当委員会の所管事項に関し、高校生の視点から、以下の項目について提案す

るものです。  

 

記  

 

１．四日市市の歴史にちなんだ特別な記念日を制定し、その日に合わせたイベ

ントの開催や、四日市を学べる場を設けることで、市民の四日市市に対する

愛着の醸成につなげること。  

２．中心市街地（特に商店街）の治安を改善した上、学生が運営に参画する店

舗や、図書館など学生が交流できるスペースを確保し、あらゆる世代が楽し

める場所を創出すること。  

３．インスタグラムやツイッターなどのＳＮＳを活用し、こにゅうどうくんを

市のシンボルマークに位置付けた上、市外にイベント等の情報を発信するこ

と。  

４．市民に対して、独自のアプリを開発し、暮らしのお得情報を発信するとと

もに、様々な国籍の市民や、子育て世代など、多様な市民からのニーズにこ

たえられる広報広聴を行うこと。  

５．かぶせ茶や日永うちわ、万古焼など、市の特産品や、公害の歴史・現在の

四日市をテーマとした授業や、観光ツアーを組むことにより、市の魅力の発

信や再発見につなげること。  

 

 以上、意見書を提出します。  

 

  令和２年１月 25日  

 

四日市市議会高校生議会  

 

四日市市議会宛  
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意見書（防災・防犯対策委員会）  

 

 当委員会の所管事項に関し、高校生の視点から、以下の項目について提案す

るものです。  

 

記  

 

１．ハザードマップは、子どもや外国人を含む多くの市民にとって、見やすく、

わかりやすいものとなるよう工夫を凝らし、学校や駅などの日常生活に近い

場所に掲示すること。  

２．防災・防犯アンケートを、学校や自治会を対象に、書面とネットによる手

法を併用しながら、多言語対応で実施すること。  

３．子ども、障害者、外国人等に防災・防犯情報を提供するため、迅速な行動

がとれるようなピクトグラムや音声装置を、駅等の人の集まる場所に設置し、

それらをハザードマップへの掲載等によって広報すること。  

４．人通りが少なく防犯カメラの設置が不十分な場所には、ダミーの防犯カメ

ラや防犯ステッカーを設置し、防犯力を向上させること。また、防犯ブザー

の無料貸し出しを検討し、弱者救済に努めること。  

 

 以上、意見書を提出します。  

 

  令和２年１月 25日  

 

四日市市議会高校生議会  

 

四日市市議会宛  
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